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要旨

⾼齢者世帯が今後も増加していく中で、特に独居世帯⽐率の⾼まりは社会に⼤きく影響を

及ぼすことが必⾄である。⾼齢期の政策は、医療・介護に重点化しており、昨今「予防」に

関⼼が⾼まりつつあるとはいえ⼗分とはいえず、医療・介護が必要となった際の事後対策が

ほとんどである。それは、結果的に⾼齢者の QOL（⽣活の質）の維持困難、社会コストの

増⼤につながると考えられる。⽣活の⼟台は「居住環境」であるが、⾼齢期は特に単⾝世帯

が脆弱になり、「事前」対策をとる必要性は⾼まっている。これらの⾼齢期の住環境に関し、

⾼齢世代の意識、さらに住環境ビジネスにかかわる企業の課題調査も含め、新たな居住政策

を講じることによる効果を考察する。

Abstract

Amid aged households are increasing, it is inevitable that the rising of the rate of the elderly

living alone should give the massive impact on the society. Healthcare and long-term care are

main policy for the elderly today. However, these policies are “after the fact”. As the result, it

is considered that cause the difficulty to keep the QOL（quality of life）of the elderly and

increasing in social costs. A basement of peopleʼs life is “housing”. Otherwise especially older

people living alone have many problems. This study looks at how social housing policies effect

an improvement for senior peopleʼs QOL, furthermore, social security cost by survey of older

people living alone and problems of housing business.
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序論 
 

 ⽇本が世界で最も⾼齢化が進んでいる国であることは周知の通りである。⾼齢化に伴う

社会的な課題は、世界中でも⼤きなテーマとなっている。多くの国で、その中⼼に位置づけ

られてきたのは「医療」と「介護」であるが、これらはいわば「事後対策」である。事後対

策である限り、対象者が増加するにともない社会的コスト負担も増⼤するのは必然だ。その

医療・介護の必要性が⾼まる⾼齢期には、⼼⾝とともに経済⾯でも⽣活全般が脆弱になる。

社会保障改⾰で⼤きなテーマとされる⾼齢社会における負担増は、医療・介護に対する「事

前対策」がなければ、結果的には悪循環に陥ることが明らかではないだろうか。 

⼈々の⽣命と⽣活を維持するには、その基盤となる「居住環境」が⾮常に重要であること

に異論はないだろう。単に⾬⾵をしのぐ「箱」ではなく、健康を保ち、⼼⾝ともにリラック

スでき、⽣活を維持するための利便性や⾃然と融合する環境、さらに不可⽋なものは⼈との

関わりである。「住宅」と「環境」は両輪として考えられなければならない。しかし、⽇本

では旧来住宅政策において「⾃助努⼒」が基本とされ、公的な住宅への⽀援は所得に応じて

階層化した対策が中⼼となり、時間の経過とともに低所得層などの居住環境悪化を惹起し

てきた(1)。 

 それでも多世代世帯や⼈間関係が濃密な地域コミュニティが健全であった時代は⾃然発

⽣的互助も存在し、社会福祉制度も機能していたため、現代に⽐べると問題はさほど⼤きく

はなかった。しかし、現代の急激な社会変化、技術の発展、福祉制度の後退などから取り残

された⼈々、特に⾼齢者の孤⽴と住環境の問題は、医療と介護の重篤化にも直結するといっ

て過⾔ではない。その象徴的終結といえるのが「孤⽴死」であろう。 

 このような観点から、今後増⼤する⾼齢者世帯の中でも特に独居⾼齢者への居住環境対

策は⽋かせないと考える。居住環境を整備することによる QOL（⽣活の質）の維持、医療・

介護ニーズの軽減もしくは後ろ倒し、さらには社会コストの抑制は、住宅政策の如何に⼤き

く関わっている。 

 では、⾼齢期の居住についての研究は今までどのようになされてきたのであろうか。社会

福祉分野では、「介護施設」や「在宅介護・医療」の場としての住宅（施設）が中⼼に扱わ

れるテーマである。早川和男が『住宅⼈権の思想』のあとがきにおいて、執筆者たちの「⼤

部分が建築学者であり、部分的に法律学者が⼊っているにすぎない」ことを指摘し、「保健・

医療、福祉、教育、社会、⽂化などあらゆる分野の研究者・専⾨家による住宅⼈権思想の構
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築が求められる」(2)と述べている通り、「居住福祉」の研究は、これまで多くが建築⼯学の

研究者が携わってきており、社会福祉分野では介護や医療の派⽣課題として扱われている

ことが多い。 

 決して多くはないものの、さまざまな分野からのアプローチを含め、⾼齢期の介護以前に

関わる居住環境については貴重な先⾏研究がみられる。代表的なものを以下に述べたい。

「居住福祉」については先述の早川和男が住宅弱者の調査や各国の住宅政策を⽐較検討し、

繰り返し「⼈権」との関連性を強調しており、本研究においての考え⽅の基本になっている

(3)。独居⾼齢者の暮らしや社会的孤独について、河合克義が地域に根付いた調査で現実的な

問題を提起しており、「独居」に注⽬した研究は⼤いに参考になる(4)。「居住の貧困」を説い

た本間義⼈は、新聞社記者から研究者に転じたが、都市問題、政策問題の視点から「居住」

の課題を掘り下げている（5）。居住の国際⽐較研究では、欧⽶の住宅政策・制度について詳

しい⼩⽟徹（6）などの研究者があげられる。また、地域や居住者のコミュニティの視点から、

⾃発的に隣⼈が⼒を出し合う CDC（コミュニティ・デベロップメント・コーポレーション）

の仕組みを活⽤した住居のあり⽅を提唱する園⽥眞理⼦（7）、欧州の⾼齢者コ・ハウジング

(8)研究や⽇本でのコ・ハウジング事業実践では⼩⾕部育⼦（9）や上野勝代（10）、デンマーク・

オランダの⾼齢者住宅研究に注⼒している松岡洋⼦（11）などの成果が⼤きく、本研究での

未来への提⾔において礎となる。ハウジングと福祉国家の関係においての類型化ではジム・

ケメニー（12）が、論理的にその特徴をよくあらわしている。 

しかし、これまで研究者たちが、居住環境の重要性や政策の必要性を強く訴えてきている

にもかかわらず、⼈権としての「居住権」がいまだ⽇本では確⽴されていない。それはなぜ

であろうか。 

ひとつには、「住宅取得は個⼈の努⼒によるもの」という国の基本⽅針と住宅を産業化す

ることによる経済対策を強引に推し進めてきた流れが定着していることにある。もうひと

つは、それに対し⼈々が⼈権として「居住の権利」を求め、闘ってこなかったこともあるだ

ろう。20 世紀は、福祉国家といわれた英国をはじめ欧州でも、劣悪な住環境や⾼騰する家

賃に対し、国⺠は国の責任を追及し、権利を勝ち取ってきた。⽇本では、公営住宅が単⾝者

を受け付けないなどの実態に対し、訴訟を起こし改善してきた例はあるが(13)、多くは⾃助

努⼒に勤しみ、希望にかなわない層は「あきらめ」てきたのが実態といえるのではないか。 

 しかし時代の移り変わり、および前述のとおり独居⾼齢者の増加にともない、⾃助努⼒だ

けでは済まされない事態が多発することは確実である。国は⾼齢者住宅を質量ともに欧州
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レベルにという努⼒⽬標をあげているが、あくまでも市場の中での施策であり、個⼈の資⼒

に依存する政策に変わりはない。今後独居率や低所得率の上昇が避けられない中で、安⼼・

安全で健康的な住居を確保しない限り、医療・介護の需要増の可能性は⾼まり、結果的に社

会負担の増⼤につながるのである。 

 では、どのような対策が必要であるのか。まずは安全で健康的な「アフォーダブル住宅」

の確保そのものであり、個⼈の資⼒に関係なく居住できることが求められる。それとともに

⼈が介在する相互⽀援の仕組みである。それは、⾃発的な⾃助・互助に依存するだけでは到

底成り⽴つものではない。公的な制度・仕組みにもとづいた⼟台となる⽀援があってこそ、

⾃助・互助が活性化するのではないか。その具体的な⽅向性を探っていきたい。 

 まず第 1 章において、各省庁の統計データを活⽤しつつ独居⾼齢者を中⼼に⽣活実態を

居住にかかわる視点で分析し、さらに住関連⽂献より、これまでの住宅政策や居住環境の課

題と対策についての変遷をたどる。第 2 章では、⾼齢期における⽣活と住宅の問題を⼼⾝

の変化による課題、経済的な課題から検討する。また、国の進める地域包括ケアの⽅針が、

前述の課題を解決できるのか、何がハードルとなるのかを論じる。第 3 章では、独居⾼齢者

や今後⾼齢期に向かう独居者へのインタビューを通じ、住環境におけるハード・ソフト両⾯

での課題の実態をまとめ、さらに⾼齢者住宅事業を運営する企業へのインタビューにより、

現場で発⽣する問題や対策を明らかにする。第 4 章では、⾼齢者の住宅政策で事例が多い

欧州との⽐較において、先⾏研究や⾃らの現地視察体験などをふまえて、公的な居住サポー

トの実例や⾼齢者⾃⾝が参加する相互⽀援の仕組みなどを整理し、⽇本との相違と今後の

可能性を探る。第 5 章では、⾼齢期の居住環境の不備による医療・介護ニーズの増⼤と不経

済性を想定した上で、適切な居住⽀援政策、住宅政策が講じられた場合の QOL の維持と経

済的効果を考察する。その結果として、今後必要とされる制度や政策を提⾔してみたい。居

住環境を整えるための制度・政策、経済的補助を、経済対策としてサービス提供者に施すの

ではなく、⽣活者である⾼齢者個⼈に適⽤することにより、⾼齢社会の質を⾼め、社会コス

トを下げられるのではないかと考え、その具体的な対策を探っていきたい。 
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第 1 章 ⾼齢者世帯と居住環境はどのように変化してきたのか 
 

 本章では、⾼齢者世帯の⽣活環境の変化をさまざまな⾓度から分析し、制度・政策がその

実態に追いついていないこと、どのような問題が発⽣し、今後さらに発⽣する課題はどのよ

うなものがあるかを検討する。また、時代とともに居住環境や住宅政策がどのように変遷し

てきたのかを追い、基本的⼈権としての居住権が制定されない⽇本において抱え持つ問題

の実態に迫る。 

 

第 1 節 ⾼齢者世帯の変化と推移 

 総⼈⼝に占める⾼齢者の割合、すなわち⾼齢化率は今でこそ⽇本が世界で最⾼⽔準とな

っているが、1980 年代までは下位、90 年代に中位であり、2005 年に世界のトップに躍り

出たのである(1)。⾼齢化率の上昇を早くから危惧していた欧州各国はその伸びがゆるやか

であったが、いかに⽇本が突出したハイスピードで⾼齢社会に突⼊したかがわかる。問題は、

単に⾼齢者の数が増えただけではなく、その間の社会環境や価値観の変化が、さまざまな点

で⼈々の⽣活の分断や格差を発⽣させてきたことである。中でも脆弱な環境におかれるの

は、世代的には⾼齢者である。いかに変化してきたのかを探る。 

 

１．⾼齢者⼈⼝と世帯はどう変化したのか 

 まずは、⽇本の⾼齢社会において、これまでと今後の推移について再確認しておきたい。

前述のとおり、主要先進国の⾼齢化率の推移を⽐較してみると、1950 年に⽇本は 4.9％と最

下位であったが、1970 年に 7％を超え、1994

年に 14％を超える。90 年代に急伸し 20％

を超えた 2005 年に世界第 1 位となる。それ

以降も伸び続けている（図 1-1-1）。⾼齢化率

が 7％を超え 14％になるまでの所要年数は、

ドイツが 40 年、アメリカが 72 年、スウェ

ーデンが 85 年などに⽐べると、⽇本の 24

年は突出していることがわかる。⼀⽅で、今

後アジア諸国の⾼齢化率急伸も⼤きな課題

となっており、韓国 17 年、シンガポール 20
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年、中国 23 年など⽇本を上回ることが予測されている(2)。このような中で、先⾏する⽇本

の⾼齢者政策は⼤きな注⽬を浴びているといえるだろう。 

 次に、厚⽣労働省「平成 30 年国⺠⽣活基礎調査」による過去からの推移データを活⽤し、

世帯変化をみてみよう(3)。⽇本の世帯総数は本調査が開始された 1986 年に 3754.4 万世帯、

2018 年には 5099.1 万世帯となり、約 36％増加している。そのうち⾼齢者世帯は 1986 年に

236.2 万世帯だったものが 2018 年には 1406.3 万世帯と約 6 倍にも増加している。さらに

2018 年の⾼齢世帯のうち独居は 683 万世帯と⾼齢者のみの世帯に対し 48.6％を占めてい

る。独居世帯は 1986 年対⽐で約 5.3 倍にもなっている。これを男⼥別でみると、⼥性が約

4.4 倍増であるのに対し、男性は約 9 倍と独居⾼齢男性の増加が著しいことがわかる（図 1-

1-2）。夫婦のみ世帯もいずれ独居になることは確実なので、⽣涯未婚率・離婚率の上昇とと

もに、この傾向は今後も同様に増加することが確実視される。 

 世帯構造では、平均世帯⼈員が 1986 年の 3.22 ⼈に対し 2018 年は 2.44 ⼈と約 4 分の 3

に縮⼩されている。⼀般的に⽼親と⼦世代の同居⽐率の低下が説明されるが、このデータに

関しては慎重に取り扱う必要があり、次の項にて検討することとする。 

 約 30 年の変化をデータ上で概観してみたが、こ

こからみえてくる問題は何なのであろうか。マクロ

視点でみると、まずは⾼齢者⼈⼝の割合の増加によ

り、経済環境の悪化や社会保障コストの増⼤が明ら

かである。⾼齢者個別のミクロ的視点でみると、経

済⾯・⼼⾝⾯での弱体化により⽣活の質（QOL）が

低下する。もちろん個⼈差は⼤きいが、経済⾯と⼼

⾝⾯の問題は連動するケースも多く、これも項を改

め検討したい。これらの点から、社会保障コストを

削減し、⾼齢者や家族・近隣に⾃助・互助を要請す

るという⽅向が⽰されているわけだが、根本的な解

決にはならず、表⾯的・⼀時的で安易な政策といえ

まいか。その時点を凌いでも問題を先送りするに過

ぎないのではないだろうか。 
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２．独居率の上昇と余命の延伸化 

 前項で触れたように、特に注⽬に値する⾼齢者の世帯構造は、独居⾼齢者世帯の増加であ

る。あわせて、さらなる平均余命の伸びも⾒込まれているので、⾼齢期の単独⽣活者が増加

および独居期間が⻑期化することが考えられる。どのような経過をたどっているのか確認

しておきたい。 

 まず独居率であるが、慣例として⾼齢期には⼦との「同居」もしくは「⾮同居」に⼤別さ

れることがほとんどである。しかし、⽣涯未婚者の増加傾向が男⼥ともに⾒られ、⽇本の場

合、婚姻関係のない出産は少ないため、ほぼ「⼦無」の⼈の増加につながる。⾼齢者とその

⼦世代の同居⽐率の低下が取り上げられて久しいが、この⽐率は⾼齢者全体に対する同居

⽐率であって、⼦どもの有無を前提とした同居率になっていないことを中村⼆朗は指摘し、

「混同しやすい 2 つの概念」を、①同居⽐率：⾼齢者世帯全体における⼦との同居世帯の⽐

率、②同居率：⼦がいる⾼齢者世帯における⼦との同居世帯の⽐率、と定義している（4）。

中村の調査では、チャイルドレス（⼦無）⾼齢者の割合は、2001 年から 2010 年の間に 7.9％

から 15.7％へと倍増、2010 年時点でチャイルドレス⾼齢世帯は約 300 万世帯で、うち独⾝

は約 145 万⼈と推計している。さらに、⼦がいる⾼齢者と⼦との同居率を 2001-2010 年で

⽐べると、全⾼齢者世帯（52.8％→51.8％）、⾼齢者夫婦世帯（60.8％→62.1％）、独⾝⾼齢

者世帯（26.9％→23.5％）と 10 年でほぼ変化がなく、むしろ⾼齢者夫婦世帯では若⼲なが

ら増加傾向を明らかにしている(5)。このような分析から、昨今の「家族介護」への後退は、

単に同居率を⾼めるなどの議論がきわめて危険であることに警鐘を鳴らしている（6）。まさ

しく、本研究における独居⾼齢者の居住環境の問題とも関連づけられ、⼦を含む親族に依存

する⾼齢期の居住環境の整備は不可能であり、ハード・ソフト両⾯からの社会的サポートが

必要であることを⽰唆する。 

 ⾼齢者全世帯に対する独居⾼齢者⽐率は、前項でみたとおり急伸している。2015 年時点

では、男性 13.3％、⼥性 21.1％であるが、2040 年にはそれぞれ 20.8％、24.5％と推計され、

男性の伸び率が⾼く、2040 年の⾼齢者独居世帯は約 900 万世帯にもおよぶとされており(7)、

単に箱としての「住宅」だけでなく、⽣活環境を含めた「福祉住環境」の必要性が⾼いこと

は間違いない。 

あわせて、平均余命の延伸も「⻑寿」と喜んでばかりはいられない。⾼齢になるほど、医

療・介護のリスクが⾼まるため、⻑寿⼈⼝の増加とともに対策が必要となる。1950 年に⽐

較すると 2018 年の 65 歳・75 歳時点の平均余命は男⼥ともに 1.6〜1.8 倍に増えている（図
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1-1-3）。⽣命表上 90 歳まで⽣存する者の割

合は、2018 年時点で男性 26.5％と 4 ⼈に 1

⼈、⼥性 50.5％と半数を超えている(8)。 

 独居⾼齢者の⽣活においては、①頼れる家

族の不在、②⼼⾝の衰えた状態での独居⽣活

の⻑期化、という前提条件をふまえた上での

対策が肝要なのである。 

 

 

３．⾼齢者世帯の格差拡⼤ 

 ⾼齢世帯の経済状況はどのようなものであろうか。家計を分析する上では、ストック（資

産）とフロー（定期的な収⼊）からみることが必要である。おもに総務省の「家計調査」と

厚労省の「国⺠⽣活基礎調査」のデータを活⽤して確認していく。 

 まず、⾼齢者の資産においては「⾼齢者はお⾦持ち」というプロパガンダによる影響が社

会的に決して⼩さくないだろう。多くが「平均値」で⽰され、全ての⾼齢者にゆとりがある

かのように印象付けられる傾向がある。細かくデータを拾っていくと、所得・資産格差や年

代別（年⾦受給開始時）の収⼊差などが発⾒される。「平成 30 年国⺠⽣活基礎調査」では、

⾼齢期の収⼊は公的年⾦が主となるが、定年延⻑や雇⽤継続などの社会情勢から、収⼊は

「公的年⾦のみ」は 51.1％であり、何らかの稼働所得や財産所得、個⼈年⾦・仕送りなどの

収⼊が付加されている⼈が多い。それゆえ⾼齢者世帯の総所得平均額は 334.9 万円となっ

ている。しかし、⾼齢者世帯の収⼊を分布でみてみると、250 万円以下が 47.4％と約半数を

占めている（図 1-1-4）(9)。しかも、

総務省「家計調査」では、60 歳以上の

単⾝無職 世 帯の平均 実 収⼊は⽉約

12.3 万円、すなわち年収にすると約

148 万円であることがわかる(10)。フロ

ー所得は個⼈差が⼤きいが、⾼齢期に

⾄るまでの勤労形態（公的年⾦額）、継

続雇⽤の有無、世帯⼈数などの要因に

より⼤きく差が出るといっていいだ
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ろう。 

 では、ストックはどうだろうか。デ

ータは 2 ⼈以上の⾼齢者世帯の貯蓄⾼

であるが、平均値は 2284 万円、中央値

は 1515 万円と算出されるものの、

2500 万円以上の世帯が 34.1％を占め

る⼀⽅で、500 万円以下が 23.4％とな

っている。さらに 100 万円未満も 8.3％

である(図 1-1-5)(11)。報道などでは平均値がアピールされ、「⾼齢者はお⾦持ち」が印象付

けられているが、現実を反映していない。 

ちなみに、⽣活保護受給者数は 2015 年 3 ⽉をピークに減少に転じているが、65 歳以上

の⾼齢者が増加している。2019 年 6 ⽉時点では、被保護者世帯に占める⾼齢者世帯の割合

は全体の 55.1％となっており、うち約 91.4％が単⾝⾼齢者である(12)。 

正確な経済状況を確認するためには、ストックとフローのクロスデータが必要であるが、

⾼齢者に特化したものがなく、今後引き続き分析をしていきたい。しかしながら、独居⾼齢

者の多くは、ストック・フローともに厳しい状況である割合が⾼いことは明らかである。こ

のような中で、適切な居住環境を⾃助努⼒でどれほど確保できるだろうか。政策に織り込ま

れる⾼齢者の状況は、資⼒的に⾼位にある層を全⾯に出し、報道でもその傾向を助⻑してい

るといえないか。「平均」といった画⼀的な材料ではなく、事実を詳細に分析することが強

く求められる。 

 

第 2 節 住宅政策と居住環境の変遷 

 時代の移り変わりとともに⼈々の⽣活様式は変化し、その基盤となる住まいも⼤きく変

容してきた。物質的に豊かになり、街は整備され、技術や素材、⼯法の開発などにより、住

宅の性能は格段に上がったと思われるが、そのような外観ではわからない部分に、さまざま

な問題が隠れている。この 100 年間の前半には世界⼤戦が 2 度もあり、世界中で住まいや

⼈々の⽣活が破壊された。しかし、復興の途で「居住は⼈権」を基底におかないまま歩んで

きたのが⽇本といえないか。本節では、住宅政策・居住環境の歴史を概観する。 

 

１．⽇本の住宅政策の変遷 
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 約 100 年前の 1920 年に第 1 回国勢調査が実施された。当時の⼈⼝は約 5596 万⼈、世帯

数は約 1112 万世帯、1 世帯当たりの⼈員が 4.89 ⼈、⾼齢化率は 5.3％、平均寿命は男性が

約 42 歳、⼥性が約 43 歳であった(13)。いうまでもないが、現在とはまったく異なる世の中

である。以来、寿命は延伸するものの、戦争や⾃然災害など⼈々の命と⽣活を劇的に変化さ

せてしまう出来事も多々発⽣し、その都度住宅政策においても難題が持ち上がったわけだ

が、その対応策は結果的に後々の⽇本の居住環境に⼤きく影響を及ぼしている。 

 第⼀次世界⼤戦時（1914-18）は、戦争特需・重化学⼯業の著しい発展とともに、⼤都市

への⼈⼝移動が活発化、都市部の住宅不⾜は圧倒的で、1919 年の空家率は 0.15％と異常な

低下を⽰し、1 ⼾当たりの世帯数は 1.42、「3 畳 2 間と 4 畳半」に 8 ⼈が住むという過密事

例も⾒られた（14）。 

 1919 年には都市計画法、市街地建築物法が公布され、1921 年に借地法・借家法が制定さ

れる。⼤阪では市が全国で初めて公益住宅(15)を建設するも、7.5〜17.4 坪の狭⼩な規模であ

った。1921 年、都市中間層に対する持家対策「住宅組合法案」が可決され、全国で 2939 組

合に達したが、あくまでも⾃助努⼒で建設するものであり、1971 年には廃⽌される。1923

年に関東⼤震災が発⽣し、同潤会アパート(16)を含めさまざまな復興事業がなされた。同潤

会は初めて組織的な公的住宅事業を展開したとされ、1941 年に住宅営団法が成⽴した際に

同潤会の資産が移されるまで続く。しかし、これらは国策として誕⽣したものの「官⺠協⼒」

が特徴であり、⽇本の住宅取得は相変わらず「⾃助努⼒」が基本と印象付けられていたと考

えられる(17)。 

 この 100 年でもっとも住宅問題が深刻であったのは戦後直後の 1945 年における約 420

万⼾の住宅不⾜である。その後も度重なる⾃然災害で甚⼤な被害がもたらされるも、徐々に

住宅の「応急政策」から「恒久政策」への質的・量的転換が課題となる。1950 年に住宅⾦

融公庫法、51 年に公営住宅法、55 年に⽇本住宅公団法が成⽴し、住宅政策が⼀気に進めら

れることになる。この 3 本柱の住宅供給は、持ち家志向の⾼所得層、都市部の勤労者など中

間層、低家賃賃貸を求める低所得層の 3 階層対応ともいわれた(18)。低所得層への家賃軽減

策はなされたものの、住宅確保は⾃助努⼒の傾向が続いたといえる。 

 1960 年には「新住宅建設 5 か年計画」で 1 世帯 1 住⼾が⽬標とされ、以降「住宅建設計

画」は 2006 年「住⽣活基本法」に転換されるまで続いた。社会福祉の転換期ともいえる 1973

年には全都道府県で住宅数が世帯数を上回り、「量」から「質」への住宅政策の転換が迫ら

れる。⾼度成⻑期の公害による環境悪化、戦前戦後の取り残された不良住宅も問題となり、
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改良事業（スラムクリアランス）が進められた。その後もバブル経済と破綻、1990 年代か

らの⾏政改⾰など、住環境の問題は波乱が続く。低所得者向けの公営住宅は実質減少し、⼊

居対象も絞られ、応能家賃制度が導⼊された。 

そしていま、約 846 万⼾にも及ぶ空き家(19)問題が発⽣している⼀⽅で、適切な住宅を確

保できない⼈々もいるという歪んだ居住環境をどう捉えるべきなのか。⼈権としての居住

政策につながらない要因については、項をあらためて⾔及したい。 

 

２．居住環境がどう整備されてきたのか 

 ⼈が⽣きるための基本となる部分が住まいであり、最低限の⼈権として保障されるべき

ものが居住環境であると考える。⽇本の住宅は「ウサギ⼩屋」と揶揄されてきたが、住宅政

策にあわせてどのように変化してきているのだろうか。 

 1941 年、厚⽣省（当時）の調査によれば、当時の住宅の 1 ⼈当たり畳数は平均で持家 4

畳、借家 3 畳、1 ⼈当たり 3 畳未満を過密居住とした場合、借家では 4 割弱が該当した(20)。

1942 年には厚⽣省の「国⺠住宅規格」に準拠して 9〜24 坪の住宅が計画されるも、戦局悪

化で資材切り詰めの影響により、さらに⼩さい 7.5〜6.25 坪も加えられた。1945 年の敗戦

直後、「罹災都市応急簡易住宅建設要綱」が閣議決定され、住宅は⾃⼒建設が第⼀、公共団

体、住宅営団、貸家組合、住宅業者などにも建設供給を分担させたが、規模は 2 室、6.25 坪

で企画を統⼀、⾃⼒建設者には加⼯した住宅部品を⼀⼾単位のキットの形で渡し、組み⽴て

建築するという事態もあった(21)。その後、さまざまな住宅基準が提⽰され「⾷寝分離」の

間取など環境改善の⽅向が⽰されるも、1955 年頃より地⽅から⼤都市圏への⼈⼝流⼊が顕

著になり、4 畳半や 6 畳に⽔回りは共⽤といった⺠間アパートも多くみられるようになる。

また、近畿圏中⼼に各⼾に専⽤⽞関、便所、台所が属した「⽂化住宅」も⼈気を博すように

なる。1960 年代からの⾼度成⻑期には LDK 型住宅が登場し、椅⼦とテーブルの洋式スタ

イルが定着しはじめる。1970 年代、第 3・4 期住宅建設 5 か年計画で⼀⼈当たりの最低居

住⽔準が 7.5 ㎡、平均居住⽔準が 17.5 ㎡と定められ、安全性、⽇照、通⾵、採光の確保な

ども住環境⽔準として取り⼊れられるようになる(22)。現在の住⽣活基本法による居住⾯積

⽔準は、単⾝者で最低 25 ㎡、誘導居住⾯積は都市居住型で 40 ㎡とされており、最低居住

⾯積⽔準は 9 割以上で確保、誘導居住⾯積は 5 割以上を確保しているとされる（23）。 

 このように「住宅」としての機能は改善されてきているのは事実である⼀⽅、取り残され

たような⽼朽・狭⼩住宅もいまだ多く存在し(24)、21 世紀にはさまざまな格差による居住不
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安定者も年代を問わず増加、それゆえ貧困ビジネスも出現している。居住環境の質は、単に

広さだけでは測れない。経済⼒・⼼⾝能⼒が衰えた⾼齢期の居住環境整備はなおさら公的な

サポートが必要とされる。 

 

３．⽇本の問題「住宅政策は経済対策」 

 これまでみてきたように、その時代にあわせて住宅政策は打ち⽴てられてきたが、あらゆ

る⼈々の⼈権をふまえた居住環境づくりとは⾔い難い。そこには、⽇本で特徴的な「住宅政

策は経済対策」の図式があるからではないか。 

 「住宅政策の⺟国はイギリス」といわれるように、1830 年代の C.ディケンズら⽂筆家に

よるスラム告発、40 年代の F.エンゲルスによる労働者階級の実態の告発などもあり、おも

に労働者が劣悪な住環境改善をもとめて闘ってきた。1900 年前後には、公衆衛⽣や住宅法

が制定され、⾃治体による労働者住宅の供給や不良住宅の個別改良などが進められた。1980

年代のサッチャー政権時代に公営住宅払下げ（RTB）により、良質な公営住宅が減少したが、

公的借家は 17.3％(2015)と、⽇本の 5.4％(2013)よりはるかに多く供給されている(25)。⽇

本では、⼈々が住宅問題を社会運動として取り組んでこなかったといえるが、勤勉な国⺠性

と諦念でもあっただろうか。 

「住宅取得は⾃助努⼒」とともに「住宅政策は経済対策」となっていくひとつの分岐点が

戦後直後にあった。戦後、厚⽣省社会局（当時）は、低家賃の国庫補助住宅の供給を図る厚

⽣住宅法案を作成する。それは「⽀払い能⼒に応じた低家賃により、健康で⽂化的な最低限

度の⽣活⽔準を維持するに⾜る住宅を供給し、合わせて⽣活の維持向上のための指導を⾏

い、もって社会の福祉を増進することを⽬的」(26)とされていた。しかし、建設省がこれを

察知して公営住宅法案を出し、厚⽣省の隙をついて本会議で可決してしまう。厚⽣省案が社

会福祉的な考えに基づいたものに対し、建設省は住宅経営という採算の範囲内で進めよう

としたものであった(27)。 

その後もいまに⾄るまで、厚⽣労働省の福祉的施設政策と国⼟交通省の建築・建設ありき

の住宅政策が併存し、特に⾼齢者住宅・施設において複雑化・わかりにくさを極めた制度が

羅列されているといえる。公営住宅への⼊居は、収⼊分位 25％以下と低所得層に限定され、

「住宅スティグマ」にも結び付いている。⼀⽅で、⾃⼒で住宅取得が可能なゆとりある所得

層には住宅減税など⼿厚い対策がされ続けている。⾼齢者向けにサービス付き⾼齢者向け

住宅が制度化され、増加し続けているが、建設の補助⾦や税制優遇は事業者に対してのもの
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であり、利⽤する側はあくまでも⾼額な費⽤が⽀払える層が対象である。 

 社会福祉基礎構造改⾰以降、公的な住宅供給政策は後退し、明らかに住宅格差が広がって

いるといえる。本来、⾼齢期は⽣活上利便性のよい場所で適切な住宅に低廉な家賃で⼊居

（アフォーダブル住宅）することが望まれるが、⾃治体が持つ⼟地は利益重視の市場開放に

向かうばかりで、さらなる住宅⾼騰を引き起こしている。⾼齢者に限らずだが、⼈々の⽣活

の⼟台が脅かされているといえないか。 
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第２章 ⾼齢者の「住まいと暮らし」の課題 
 

 前章で⽇本の住宅政策と住環境を辿ってみたが、特に⾼齢者に注⽬した住環境研究につ

いてはまだ歴史が浅いといっていいだろう。余命が延び「介護」の問題が顕在化し、さらに

多世代世帯から⾼齢者のみ世帯へとシフトしてきた半世紀前頃から注⽬を浴び始めたとい

える。しかし、⽇本では「⾼齢者の住まい＝介護施設」という概念が根強く、介護以前、す

なわち⾃⽴期間における居住環境整備についての対策が遅れているのが現状である。本章

では、「介護以前」の⾼齢者の暮らしの課題について考察する。 

 

第 1 節 ⾼齢期の⽣活問題 

 「⾼齢者（65 歳以上）」はひとくくりにされやすいが、実際には個⼈差が⾮常に⼤きい。

＜前期・後期＞⾼齢者と分けたところで、やはり年齢だけでは判断できないのが⾼齢者とい

える。しかしながら、40 代や 50 代と⽐較すると明らかに体⼒は落ち、「できないこと」が

増えていく。要介護認定のレベルでなくとも、「ちょっとした⼿助け」ニーズは加齢ととも

に増加する。本節で⾼齢期の⽣活の質（QOL）維持における課題を探る。 

 

１．⾼齢期の⼼⾝状態は個⼈差が⼤きい 

 年⾦財源や労働⼒の確保の⼀環として、昨今では「アクティブシニア」「⽣涯現役」とい

ったポジティブな表現で「元気な⾼齢者」を印象付けている。確かに平均余命・健康寿命は

延びているとはいえ、個⼈差が⾮常に⼤きい。性別・年齢階級別に要介護認定率を⽐較する

だけでも、⾼齢者をひとくくりにできない実態がわかる（図 2-1-1a,b）。⼀⽅で、要介護認

定だけが判断基準にはならないし、認知症の有無にかかわらず、個別の⼼理状態も⼤きく異

なる。たとえば、健康や家計

に問題がなくても精神的に

不安が⼤きい場合や、その逆

に客観的には⽀援が必要と

思われる⼈でも、楽観的に過

ごせる⼈もいる。 

さらに、地域、世帯構造、

経済環境も、⼼⾝状態に少な
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からず影響を及ぼすといえるだろう。都市部と過疎地域では暮らしの利便性に⼤きな違い

が⽣じ、いずれも異なる点で「⽣活しづらさ」の⾯を持つ。⾼齢者のみの世帯のうち独居の

場合は、複数世帯より経済的負担は⼤きく、⽇常的に些細な事でお互い助け合える⼈がいな

い。たとえば、荷物を運ぶ、⽚付けをするといった⼀般的な⽣活動作でさえ、⾃⽴の場合で

あっても⾼齢期の負担は⾼まる。仮に「いま」可能なことでも、そう遠くはない将来に不可

能になる確率は⾼い。 

 内閣府の「ひとり暮らし⾼齢者に関する意識調査結果」において、「⽇常⽣活の不安」は

「健康や病気のこと」が 58.9％、「寝たきりや⾝体が不⾃由になり介護が必要な状態になる

こと」が 42.6％と他項⽬を引き離して⾼い(1)。物理的にも⼼理的にも「誰かがいる」状態

といない状態では不安度合が異なる。また、⾼齢者

の家庭内での不慮の事故死は増加の⼀途をたどり、

交通事故死よりはるかに多い(図 2-1-2)(2)。これら

の事故は、どちらかというと「⾃分のことは⾃分で

できる」⾃⽴度の⾼い⾼齢者の⽅が多く、窒息や溺

死などは、同居者がいれば助かるケースも少なくな

いことから、独居⽣活のリスクの⾼さがうかがえる。 

 ⾼齢期の⼼⾝状態は個⼈差が⼤きいとはいえ、たとえ⾃⽴・健康であっても、個別に抱え

る不安や、犯罪・災害など思いがけないトラブルに⾯したときの対処など「独居」が要因の

リスクは⾮常に⾼まることは明らかで、予防策が必須といえるだろう。 

 

２．⾃⽴と介護のあいだ 

 健康⾃⽴であっても⾼齢者が最期まで誰にも頼らなくて済むという状態は、いわゆる突

然死でもない限り考えられない。他者への依存度は個⼈差があるものの、加齢とともに多少

なりとも⾼まる。 

 ⾃⽴⽣活が難しくなった際の制度として公的介護保険制度があるが、その利⽤は改正の

都度厳格化され「利⽤したくてもできない」⼈が決して少なくない。介護認定の基準は、お

もに⼼⾝状態をもとにされ、個々の住宅や⽣活事情がほとんど加味されていない。ICF（国

際⽣活機能分類）では、「⽣活機能と障害」と「背景因⼦（環境や個⼈）」の要素が描かれて

おり、相互に影響を与え合うことが明⽰されている。前項でも個⼈差に触れたが、介護の有

無だけで⽣活⽀援の要不要は語れない。では、介護保険制度を利⽤できない⾃⽴レベルはど
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うすればいいのだろうか。 

 介護保険外サービスとして、各⾃治体が実施する⾒守り、家事・配⾷サービスなどもある

が、利⽤条件や提供内容には地域差が⼤きく(3)、周知徹底されていないため利⽤しやすいと

はいえない。従って、全額⾃費で⺠間のサービスを利⽤するという⼿段もあるが、⼀部のゆ

とりのある層以外は家計に⼤きく負担がかかり、利⽤できない世帯がほとんどである。介護

の必要性がなくても、早めに有料⽼⼈ホームなどに⼊居し、トータルな⽀援を希望する⾼齢

者も増えているが、費⽤⾯を考えると⼀握りの層である。 

 ⾃⽴⽣活を営んでいても「不安」な⽇常活動の例のひとつに「⼊浴」がある。前項で⽰し

たように家庭内事故で多発する⼊浴中の事故に不安を隠せない⾼齢者は多い。⾃宅に浴室

があっても、銭湯やトレーニングジムとの契約で浴室だけ利⽤するといった⾼齢者が増え

ていることが、そのことを物語っている。独居⾼齢者の場合、浴室での異変に気付いてくれ

る⼈は誰もいない。⽔回りが完備されている⾃⽴型有料⽼⼈ホームでも、⾃室の浴室を使わ

ず⼤浴場を利⽤する⼈がほとんどである。「⾃⽴と介護のあいだ」は⾒逃されているが、独

居⾼齢者の場合は常にリスクと隣り合わせなのである。 

 

３．社会的孤⽴のリスク 

 独居⾼齢者は、前述のとおり⽇常⽣活でのリスクが⾮常に⾼くなる。それと同時に、社会

との関係性にも独居者ならでは特徴があらわれる。同居者がいない分、他者との会話が減少

しがちであるが、特に男性独居の場合、会話の頻度が「2〜3 ⽇に 1 回以下」の割合が約 3

割など（4）、やはり⾼齢男性独居の孤⽴化がう

かがえる。その⾏きつく先に「孤独死」の可能

性が⾼まるのだが、東京監察医務院による東

京 23 区内の孤独死数は、男性単⾝者の多さが

顕著に出ている（図 2-1-3）(5)。都⼼部と地⽅

では同じとはいえないまでも、傾向は⼤きく

変わらないだろう。 

 では増加する独居⾼齢者への対策はどのよ

うになされているのだろうか。シルバーハウジングなどの⼀部⾼齢者向け公営賃貸住宅で

は、緊急通報や LSA（⽣活援助員）による⾒守りなどもあるが、供給⼾数が⾮常に少なく限

定されている。また、⾃治体によっては独居⾼齢者宅への緊急通報装置や⼈感センサーの設
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置の補助を⾏っているところがあるものの、⾃ら緊急装置を押せない場合や、センサーでの

異常発⾒後もあらかじめ登録した親戚などに連絡が⾏くケースが多く、すぐに対処できな

い場合が多い。 

 また、⾼齢単⾝者の急増等にともなう「住宅確保要配慮者」に対する制度として「住宅セ

ーフティネット法」が施⾏され、国は住宅の供給⽬標を 2020 年度末までに 17.5 万⼾とし

ていたが、2019 年 9 ⽉時点では 1 万 1 千⼾強でしかない。さらに都道府県から指定された

居住⽀援法⼈には、家賃債務保証、情報提供・相談、⾒守りなど⽣活⽀援を⾏うとされてい

るが、必ずしもすべての業務を⾏う必要性はないとされ、独居⾼齢者に必須ともいえる「⾒

守り業務」も任意となっている。しかも専⽤居室の⾯積は 9 ㎡以上という、住⽣活基本法で

定められた最低居住⾯積を⼤きく下回っているなど、⼈権を考慮した住まいとはいえない。

これは住宅貧困ビジネスを誘発することにもつながるのではないか。単⾝⾼齢者が「安⼼し

て暮らせる」と思える居住環境と認めるには、厳しい実態といえる。 

 単⾝⾼齢者の暮らしに対する課題は把握していても、コストや⼈材を投下できない⾃治

体がほとんどであり、国を挙げての「地域での⾒守り」を推し進めたい考えだが、現代社会

では難題も多い。この件についても項を改めて検討することにする。 

 

第 2 節 ⾼齢期の住宅問題 

 「住宅双六」といわれるように、⻑らく⽇本では、年齢や家族構成とともに「住まい」の

形態も、賃貸集合住宅から分譲集合住宅、持家⼀⼾建で「上がり」といった図式が描かれて

きた。しかし、社会変化と⼈々の⽣き⽅の多様化にともない、「住宅ローンが終わった⾼齢

期に悠々⾃適なリタイア後の住まいで⼦や孫に囲まれて⼀⽣を終える」といったことが、も

はや標準ではなくなった。「新・住宅双六」(2007)には、その先の「⽼⼈ホーム」や「親⼦

マンション」なども描かれている（6）。現在の⾼齢者の住まい形態はどのようなものであろ

うか。 

 

１．⾼齢者の住宅所有形態 

 ⾼齢期の暮らしは福祉施設等を除き、「持家・借家」「⼾建・集合住宅」の組み合わせで類

型化できるが、クロス統計データがないため個別データから推測しながら検討してみたい。  

2018 年時点では、「⾼齢者のいる夫婦のみの世帯」の場合、持ち家率は約 87％である⼀

⽅で、「単⾝世帯」は約 66％、すなわち約 3 割強は借家住まいである(7)。また、⾼齢単⾝世
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帯の 4 割は共同住宅に居住する(8)。単⾝⾼齢者で収⼊が低く⼗分な資産を持たない⼈の多

くは、公営・⺠間の賃貸住宅暮らしの割合が多いと考えられる。あるいは地⽅では⽐較的持

ち家率が⾼いが、いずれにせよ⽼朽化した住宅⽐率の⾼さが予測できるところである。持

家・⼾建で暮らしながら、配偶者を亡くし結果的に独居に⾄る⾼齢者も多い。この場合も適

切なメンテナンスができないために⽼朽化した住宅に住む⼈も少なくないと思われる。⼀

⽅で、昨今では⼾建の不便さから分譲や賃貸の集合住宅へ住み替えするケースも散⾒され

る。 

 特に、今までみたように、独居⾼齢者は低所得者割合が⾼く、従って住居費の⽐重を上げ

ることはできない。⽐較的低家賃である公営住宅の⼊居者世帯主年齢分布では、65 歳以上

が 49.7％、公営住宅⼊居者の収⼊は、⽉収 10.4 万円以下が 77.9％を占めている（2014 年）。

しかも公営住宅は築後 30 年以上経過しているものが全体の約 6 割(9)となっており、やはり

⽼朽化した住宅に暮らしている傾向がわかる。 

総体的に、経済的にある程度ゆとりがあり、⾃ら⾏動できる知⼒・気⼒のある⾼齢者は、

適切な住まいへの住み替えも可能だが、そうでない単⾝⾼齢層がほとんどといえるのでは

ないだろうか。ハードとしての「住宅」だけでなく、何かトラブルが発⽣した際のソフト⾯

での受け⽫不⾜は、いずれの居住形態でも⼤きな違いはないであろう。 

 

2．住宅内外のバリア 

 前項で、単⾝⾼齢者は⽼朽化した家に暮らしている⼈が多いと予測したが、加齢とともに

住み慣れた家でも困難が発⽣するリスクは⾼い。前述のとおり、⾼齢者の不慮の事故の多く

は「家庭内」で起こっており、まずハード⾯での問題は避けられない。昨今では、年代に関

係なく新築時に「バリアフリー化」された住宅も多いが、相当な築年数の家屋ではバリアフ

リー改修すら難しいケースもある。住宅としてのハード⾯の問題を補うべく、事故が発⽣し

た際の救援やサポートも独居⽣活では難しさを⾼める。 

 先に緊急通報装置などの補助システムにも触れたが、「⾃分で連絡できない場合」の課題

がある。⾼齢者の⾒守りがある住宅などでは、発⾒までの時間の違いはあるにしても、外か

らの確認も可能である。たとえば、⾼齢者が⾃⽴時に⼊居する代表的な施設「⾃⽴型有料⽼

⼈ホーム」では、専⽤居室内に⽣活リズムセンサーが設置され、室内にいるにもかかわらず

12 時間センサーの下を通過しない場合は、「異変あり」として施設内の職員が確認作業を⾏

う。事業者へのヒアリングでは、「ベッドから起き上がりの際に尻もちをついて⽴てなくな
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った」「夜中にトイレに起きて転倒しそのまま動けなくなった」といった、加齢にともなう

⽇常的な動作の衰えにより、動けなくなる事態をよく聞く。ほかにも急病で倒れて発⾒され

ることもある。特に介護を必要としなくても、加齢にともなう衰えで起こりうる⾃宅（⾃室）

内の問題は、決して少ないとはいえないことがわかる。 

 また、住宅内だけでなく⽞関から外の社会につながるバリアも存在する。古い集合住宅で

はエレベーターがなく階段での上下ができない、⼾建住宅でも⽞関から道路へのアプロー

チに問題があるために、外出できず社会との接点をなくす⾼齢者もいる。地⽅の場合、⾞の

所有・運転ができず、必要な時に必要な⽤事を実⾏できない環境にいる⾼齢者も少なくない。

市町村別の⾼齢化率をみてみると、50％を超える町村も複数存在し、若い世代が⽀援をする

にも限界が⽣じている。ささいな⼿助けがあれば、⾃⽴⽣活の維持が可能な場合があるにも

関わらず、である。 

 ハードとしての住宅のバリア、それを補うはずのソフト⾯での⼈的⽀援不⾜のバリアが

存在し、それは都市部・地⽅ともに存在しているといえる。 

 

3．独居⾼齢者の賃貸住居の課題 

 2018 年時点の調査では、⾼齢単⾝世帯数は 638 万世帯、うち借家住まいは 214 万世帯で

ある(10)。⾼齢期の借家暮らしは、若い世代での借家暮らしとは異なる問題が発⽣する。①

⼊居拒否、②住居費負担、③⼼⾝衰弱による⽣活困難がおもな課題といえるだろうか。 

 まず、⼊居拒否であるが、⼤家は⾼齢者の⼊居に対し約 6 割が拒否感を持っており、「単

⾝の⾼齢者（60 歳以上）は不可」としている家主は約 12％となっている(11)。家賃滞納の理

由が以前は中⼼だったが、現在では孤独死リスクや認知症によるトラブルなども加味して

の事情が考えられる。また、単⾝⾼齢者の家計は 1 ⼈の年⾦だけで⽣活するには厳しく、収

⼊に占める家賃の負担は 2 ⼈以上の世帯より単純に 2 倍⼤きい。結果的に居住空間や設備

の不⼗分さを受け⼊れるしかない場合も多いだろう。そして、加齢とともに、前項で述べた

ようにさまざまな⽣活バリアが発⽣し、ゴミ出し（分別）や買い物といった⽣活⾏動だけで

なく、理解⼒不⾜や他者との接点不⾜から必要な情報⼊⼿すら困難になっていく。なんらか

の福祉サービスを導⼊している場合なら、福祉職員から提供される⽀援もあるが、なんとか

⾃分でやっていこうとする⾃⽴単⾝⾼齢者は、逆に課題を抱えてしまうといえる。 

 ⽣活の基礎である住居コストを軽減できれば、⾷事や光熱費、移動費などに転嫁でき、⽣

活の潤いはかなり違ってくるはずである。しかし、低廉な家賃で⼊居できる公営住宅が減少
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していることは先にも述べたとおりであ

る。特に⾼齢者向けの公営住宅の減少は

著しい。図 2-1-4 で推移を⽰しているが、

特に「都市再⽣機構賃貸住宅の優遇：賃

貸」のカッコに含まれる「⾼齢者向け優

良賃貸住宅」の内数が、著しく減少して

いる。アフォーダブル住宅として⼊居者

の収⼊に応じて家賃補助もあり、その増

加を期待したが残念な状況である。⼀⽅

で、2012 年から新設された「サービス付

き⾼齢者向け住宅（サ⾼住）」の伸びは著

しいが、その補助は事業者に対する優遇

措置であり、⼊居希望者は⼀般住宅より

⾼い家賃やサービス費を払うことにな

り、⾼齢者住宅の市場化が明確である。さらに、サ⾼住は「⾼齢者の居住の安定確保」に基

づいた制度であるにもかかわらず、⼊居者の⼼⾝状況により⼊居拒否や強制的に⼊居者を

退去させている実態もある。認知症が進⾏し⾒守りの⼿間を要したり、逆に⾃⽴者や介護度

が低く介護保険収⼊が得られないなど、事業者都合による理由である。 

 低所得の単⾝⾼齢者に向けた公営住宅は減少の⼀途をたどり、費⽤負担の重い⺠間⾼齢

者住宅では事業者の収益に貢献しない⾼齢者は排除されることもある。また、住宅セーフテ

ィネット法による低所得者対策は、安易に空き家対策と連動させ、前述のとおり住居の品質

維持も定かではない。脆弱な⽴場にいる⾼齢者への住宅政策としては、福祉的⾒地に基づい

た政策と逆⾏しているのが実情ではないだろうか。 

 

第 3 節 「地域のケア」の課題 

 独居⾼齢者を含め⾼齢者のみ世帯の増加は、医療・介護ニーズだけでなく、その基本とな

る住まい・暮らし⽅においても課題が⼭積みである。国は、“⾼齢者の尊厳の保持と⾃⽴⽣

活の⽀援の⽬的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、⾃分らしい暮らしを⼈⽣の最期ま

で続けることができるよう、地域の包括的な⽀援・サービス提供体制”を構築すべく「地域

包括ケアシステム」を推進しているが、それは実際に機能しえるのだろうか。理想と現実の
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ギャップが⼤きいとはいえまいか。 

 

１．⾃助・互助に頼る地域福祉の脆弱性 

 地域包括ケアシステムにおいては、「保険者である市町村や都道府県が、地域の⾃主性や

主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要」とされている。さらに、

国⺠への説明は、「本⼈の選択と本⼈・家族の⼼構え」を⼟台に置き、その上に「すまいと

すまい⽅」、さらに医療、介護、予防などをニーズに応じて提供するという。しかし、本来

は国が国⺠の⽣活の安定を図るべく暮らしの⼟台作りを⾏い、それがあるからこそ⾃助・互

助も成り⽴つといえるのではないだろうか。この⽅針では、「⾃分や家族でなんとかするこ

とが基本」、さらに「近隣で無償のボランティアで⽀え合うことが肝要」といった、⾏政が

担う役割をある意味放棄しているとさえ感じられる。 

 国⺠全体の所得が低く社会インフラや市場が未発達の時代は、逆に家族や近隣での⽀え

合いがないと⽣活ができなかった。しかし、経済成⻑とともに国⺠所得は上昇し、社会サー

ビスが市場化され、それまでの相互⽀援のほとんどは「購⼊」できるようになったのである。

いや、むしろ「購⼊させる」経済政策をとってきたのである。経済発展の恩恵は確かにある

ものの、同時に⼈間関係の脆弱性を作り出してしまったといえるだろう。それを今また再構

築、もしくは新たに作り出すことができるのであろうか。課題は⼤きく 4 点あると考える。 

 第⼀に、現代のあらたな層別化・階層化である。多様性を⽰す「ダイバーシティ」という

⾔葉が定着しているが、むしろ逆に、⾼齢者とそれ以外の世代、正規と⾮正規、⼤企業とそ

れ以外の中⼩零細企業、学歴などで分断され、⼀部の⾼額所得者と底の厚い低所得層との階

層化も⼤きく進んだといえる。第⼆に、社会⽣活での利便性だけでなく、医療や介護まで⾃

助努⼒・⾃費購⼊を迫られ、結果的に個別の環境によって⽣活の品質だけでなく、最低限の

命までもが個⼈の責任によって⼤きく左右されている現状である。第三に、⼈の流動性の激

しさである。移動⼿段の発達、仕事の多様化などにより、「⼟着」の暮らし⽅でなく常に⼈

が⼊れ替わる地域になっているのが現代社会である。それは、信頼関係や「お互いさま」の

⼈間関係の構築を不可能とする。第四に、そのような⼈間関係の軽薄さおよび犯罪防⽌とは

いえ、個⼈情報を過剰に保護するあまりに、必要な⽀援すら難しくなり、⼈々が相互に遠慮

し合う社会になってしまっている。相互⽀援といえども「損得」で評価する時代になってい

るといえまいか。 

 また、地区単位で⾼齢化率の著しい地域もあり、相互⽀援にも限度がある。現時点では⽐
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較的元気な⾼齢者が衰弱した⾼齢者を⽀えられたとしても、時間の経過とともに⽀える側

より⽀えられる側の数は確実に増えていき、相互⽀援が成り⽴たない。都⼼でも著しく⾼齢

化率の⾼い⾼度成⻑期時に開発された団地住⺠の中で、孤独死を中⼼にさまざまな問題が

起こっていることが⾼齢者相互⽀援の限界を表していると⾔えるだろう。 

 

2．著しい地域格差をどう克服するのか 

 「⾃助・互助」をもとに、地域福祉を推進するには、前項で述べたように都⼼部でも地⽅

でも異なる観点での課題がつきまとう。平成 27 年国勢調査のデータから確認すると、この

時点で⾼齢化率が 50％を超える町村が 20 ヶ所ある。40％以上では 221 市町村にもなり、

全市町村の 10％強にあたる(12)。これらの市町村の⼈⼝は、2〜3 千⼈規模のところも少な

くなく、全体的に⼈⼝規模は⼩さい。⼭間部などでは、住宅が点在するところもあるだろう。

介護保険サービスだけでなく、安否確認や⽇常的な⼩さな⽀援すら困難であることが多い。 

 たとえば、介護予防や介護事業所の充実

度を単純⽐較してみると、事業所数は⼈⼝

に対し異なるのは当然としても、提供サー

ビスの種類の違いが⼀⽬瞭然である。横浜

市港北区と京都府和束町の事業所数を、介

護サービス情報の公表システムを利⽤し、

域内で利⽤できるものを⽐較したものが図

2-1-5 である。⼈⼝規模は 10:1 と⼤きく異

なるが、⾼齢化率では和束町のほうが倍以

上となっている。選択肢の異様な少なさが

実感できる結果である。 

 さらに、地域包括ケアシステムでの基本

的概念「サービスの⾃費購⼊をも含めた⾃

助」を⽬指すとしても、⺠間⾃費サービスは港北区には⼤⼿チェーン企業など複数の事業者

があるが、和束町には⾒られない。また、港北区にはサービス付き⾼齢者向け住宅 13 棟、

有料⽼⼈ホーム 10 施設あるが、和束町にはいずれもゼロである(13)。公的介護保険で提供

するサービスを公営ではなく市場開放による⺠間経営中⼼にした弊害が明らかに出ている

といえよう。 
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 では、都市部ではサービスの購⼊がしやすく、⽣活の不安は軽減されるのだろうか。これ

までみてきたように、特に単⾝⾼齢者の場合は⾃⽴度の⾼いときでさえ、家計にゆとりがあ

る状態とはいえず、何らかの⽀援を必要とする際には、たとえ公的サービスでさえ⾃⼰負担

を躊躇する傾向がある。まして全額⾃費サービスの購⼊が難しいのは、明らかである。 

 「住まい」という観点でみてみると、前述のとおり独居⾼齢者は賃貸居住割合がその他⾼

齢者世帯より多く、地域交流頻度もその他世帯に⽐べ低い中で、都市部では独居⾼齢者が点

在して集合住宅に暮らす実態がさらに⽀援の難しさにつながる。都市部には、有料⽼⼈ホー

ムやサービス付き⾼齢者向け住宅が増加しており、国も⾼齢者仕様の住宅を欧⽶並みに充

⾜させる⽬標をあげるが、単⾝⾼齢者の経済事情から⾃助努⼒によって⺠間の施設・住宅に

暮らせる余裕のあるケースは決して多くはない。そこで、⽣活保護と介護報酬をセットにし

た⾼齢者対象の「貧困ビジネス」などにもつながるのである。 

 地域事情は、単に都市部・地⽅の過疎町村というだけで分類できないが、社会的インフラ

やマンパワーで明らかに差が出ている。国は各⾃治体に独⾃の取組みを要請し、確かにその

地域の事情にあった整備が必要ながら、財源や専⾨性をもった⼈材などの不⾜で対応した

くてもできない市町村は少なくないのである。「地域包括ケアシステム構築に向けた取り組

み事例」などを共有し推進すべしというが、モデルパターン化で成り⽴つものではない。⾃

治体独⾃の事情に鑑み、ニーズに合わせた制度やサービスは必要であるが、国として地域差

が発⽣しないような後⽅援助は必須なのである。 
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第 3 章 「⾼齢者の暮らし」の主観的・客観的視点 
 

 本章では、「⾼齢者の住宅」に焦点をあて、独居⾼齢者や独居⾼齢者予備軍への⾯談イン

タビューを⾏い、現在や将来の暮らしに対する不安、課題、「⾼齢者住宅」への期待や要望

をまとめる。また、⾼齢者を⽀援する側、すなわち「⾼齢者住宅」を経営する事業者にもイ

ンタビューを⾏い、⾼齢者住宅に暮らす⼊居者の課題、経営上の課題などを明らかにする。

消費者としての⾼齢者とサービス提供者としての事業者にどのようなギャップがあるのだ

ろうか。 

 

第 1 節 ⾼齢者の主観的課題とニーズ 

 地域包括ケアシステムの基本概念で「住み慣れた地域で最期まで」と理想があげられてい

る。内閣府の調査「最後を迎えたい場所」では、「⾃宅」が約 51％と⼀番多いものの、「⼦

どもの家」は 0.6％と⾮常に少ない(1)。「⾼齢者住宅や施設（サ⾼住や特養、有⽼ホーム等」

は 10.5％と決して多くはないが、前回調査より⾃宅は減り⾼齢者住宅等が増加している。

次々と増える施設や⾼い⼊居率を⾒ると、実際に「⾼齢者向け住まい」のニーズは⾼まって

いると思われる。本節では、現在⾃宅で独居⽣活を送る⾼齢者への⾯談インタビューを織り

込みながら論じたい。 

 

１．独居⾼齢者が考える終の棲家とは 

 「終の棲家」は何を指すのであろうか。⼀般的には「最期まで⽣活する場所」と考えられ

るため、今まで暮らした⾃宅や住み替え先の施設であっても病院ではないと捉えられる。先

述の通り、独居⾼齢者の⽣活には安否確認など何らかの外部による⽀援は必要である。「終

の棲家」という限り、更なる住み替えは必要なく、本⼈の⼼⾝状態に応じたサービスが提供

されることが望ましい。松岡洋⼦は Lawton の「サービス付加住宅へのケア提供の形態の 2

つのモデル」を引⽤し整理している(2)。「不変環境モデル」は居住者の状態に合わせてサー

ビスの提供が付加されないため、居住者は必要なサービスを求めて住み替える必要がある。

「適応環境モデル」は、その住宅内で居住者のニーズに合わせたサービスを付加していく。

しかし、いずれもメリット・デメリットがあるとされる。前者は居住者の ADL レベルが⼀

定に保たれるが、その低下とともに住み替えが必要となる。後者は⻑期間居住が可能とはい

え⼼⾝状況によっては限界もあり、居住者のレベルが時間の経過とともに重度化すれば施
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設化する可能性がある。 

 ⽇本の⾼齢者住宅を顧みると、⾼齢者本⼈のニーズとしては「住み替え不要＝終の棲家」

を求める傾向が⾼い。サービス付き⾼齢者向け住宅が創設されてからも、多くが最初から介

護サービスや 1 ⽇ 3 度の⾷事など過剰なサービスが提供されていることがその実態を表し

ているといえるだろう。⾃⽴した⾼齢者でも「漠然とした不安」を持つ⼈が多く、本来は過

剰なサービスそのもののニーズがあるわけではなく、万が⼀の場合の受け⽫が確⽴されて

いることに対する「安⼼」を求めるのではないかと考える。たとえば以前の調査では、「住

⺠共有で必要と思うサービスや設備」についての質問には、「24 時間の緊急連絡」が 83.1%

と最多となった(3)。本来ならこの仕組みの⾼齢者住宅として「サービス付き⾼齢者向け住

宅」が制度化されたはずだが、実際には「介護施設化」しているのである。⾼齢者の希望と

実際の供給住宅にはギャップが⽣じている。 

  

２．⾼齢期の暮らしの現状と将来について 

 ⾼齢期の暮らしの現状と将来について、60 代後半と 50 代後半の計 5 名に対し、⾯談⽅式

で個別ヒアリングを実施した。調査票に基づき、⼤項⽬としては、①現在の住まいや暮らし

の状況、②将来への不安、③現在の⼈間関係や地域コミュニティの状況、④住み替え希望に

ついて、1 ⼈約 1 時間 30 分〜

2 時間をかけて話を伺った(4)。 

  

 

 

１）現在の状況 
 60 代の 2 名はその親世代からの⽼朽化した⼀⼾建、60 代 1 名は 30 年前からの新興住宅

地⼀⼾建、50 代は賃貸マンション、分譲マンションに暮らしている。⼀⼾建居住者はいず

れも住宅の⽼朽化やハード⾯での暮らしにくさ、周辺環境の激変（昔からの⼟地ながら⾼齢

者が亡くなると空き家や新分譲地になる、利便性の良い商店や診療所が消失してしまう）か

らくる不安が⼤きい。賃貸居住者は、現時点では町の中⼼地に⽴地しているため、特段不便

や問題を感じていないが、今後保証⼈がいなくなった場合や緊急時、さらに年⾦⽣活になっ

た場合の⽣計維持に対し不安を抱く。 

２）将来への不安 
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離れて暮らす⼦どものいる場合も「⼦どもには頼らない」と明⾔、1 ⼈はすでに有料⽼⼈

ホーム（⾃⽴型）への⼊居申込をし、待機中である。全員が今は元気でも⼼⾝の⽼化にとも

なう⽇常⽣活の不便や災害・犯罪リスクへの不安が⼤きい。50 代では「給付が下がり続け

る年⾦だけでは⽣計が維持できない」「何かあったとき」への不安が殊更⼤きい。 

３）現在の⼈間関係や地域コミュニティの状況 
親世代から⻑く地域に暮らす⼈はいずれも「世代交代が進み、お互いが助け合うのは⾃分

たちの親世代まで」という。挨拶や⽇常会話は交わし仲は良いが、⽣活上に困ったことがあ

れば、依頼し合うような関係ではない。新興住宅地で 30 年暮らしている⼈は、分譲当初の

⼈達は全員引っ越したとのことである。賃貸も分譲もマンションで暮らす⼈は、まったくと

いっていいほど近隣関係はない。60 代では、⾃⾝の親戚とも関係が薄くなっている様⼦が

窺えた。 

４）住み替え希望について 
本⾳では今の⾃宅に住み続けたいという⼈が 1 名、住み続けと住み替えを迷っている⼈

が 1 名、すでに⾼齢者の住まいへの住み替えを決定している⼈が 1 名、50 代は「できれば

⾼齢者向けのサービスのある住宅に住み替えたい」という希望であった。持病を持つ⼈が多

いものの、現在⾃⽴であるためか住み替え先に求めるものは「設備はバス・トイレ・台所の

付いた独⽴性のある部屋」を希望し、「利便性の良いところ」、「プライバシーは保ちつつも

他者とのコミュニケーションがとれるところ」、「必要な時に、⽣活⽀援や介護が受けられる

ところ」といったものが共通事項として⾒られた。反⾯、住み替え先への不安は、「資⾦的

な問題」、「事業者の経営悪化や倒産」、「サービス品質低下」などの意⾒が出された。1 名は

医療関係者で、過去に訪れた⾼齢者住宅での⼼のケアの在り⽅に課題を述べるケースもあ

った。 

 それぞれ異なる状況・条件であるが、「加齢にともない、今のままの暮らしは難しい」と

いう不安は共通して持っている。今回のインタビューは⽐較的若い層に対して⾏ったため、

⾃⾝で情報を集め、整理して考えることができる⼈々であったが、さらに加齢にともない

「住まいの課題」を先延ばししていくと、単⾝⾼齢者ならではの医療・介護の問題が出現す

るリスクが⾼まると考えられる。 

 

３．現在の⾼齢者住宅とのギャップ 

 独居⾼齢者の場合は、独居ゆえのリスクや不安感がともなう。それは⼼⾝が虚弱化してい
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なくても持ちうるものである。では、増加する独居⾼齢者の暮らしに適う住まいのあり⽅は

選択肢が増えているのだろうか。 

 第⼀に、介護施設の増加は著しいが⾃⽴時に移り住める⾼齢者住宅は少ない。公営住宅で

あるシルバーハウジングは、供給⼾数が⾮常に少ないことに加え、⽣活援助員（LSA）によ

るサポートはあるものの、将来の介護や医療への安⼼感までには⾄らない。ケアハウスも介

護が重度化した場合に退居（施設への移動）などがある。いずれにしても公的な補助のある

住宅は倍率が⾼く簡単に⼊居はできない。⼀⽅で、住み替え希望者のニーズに沿う⾃⽴型の

有料⽼⼈ホームやサ⾼住は費⽤負担が重く、住み替えられる⼈は限定される。また事業者の

経営状況によっては将来にわたっての存続にも不安がつきまとう。 

 第⼆に、⼦どもや⾝内のいない⾼齢者は、保証⼈の課題がある。UR 都市機構のように⼀

部保証⼈不要の⾼齢者向け住宅もあるが、ほとんどが保証⼈を必要とする。保証⼈不在の場

合は、任意後⾒制度などの利⽤により可能となるケースがほとんどだが、それには⽣涯固定

的に費⽤が必要となり負担が⼤きい。 

 第三に、供給数の少ない公営の⾼齢者住宅は⼊居者の安⼼のためのサービス提供は少な

く、反⾯⺠間の⾼齢者住宅はサービス過剰で⾼額になる。その中間となる「ほどほど」のサ

ービスがついた⼿ごろな住宅がないのである。しかし、これには後述する「住まいとケアの

分離」が⼗分に確⽴されていない事情が⼤きいといえるのではないだろうか。 

 結果的に、低所得層もしくは⾼所得層ではない、⼀般的な中間層（会社員⽣活のリタイア

層）が、⾼齢期の収⼊で安⼼して住み替えられる⾼齢者住宅が⾮常に乏しく、決して選択肢

に幅があるとは⾔えないのが実態だろう。 

 

第２節 ⾼齢者住宅事業者から⾒る客観的課題 

 介護保険施⾏以降、⾼齢者の施設・住宅数は⾮常に伸びている(5)。介護保険以前は、措置

以外の介護サービスは全て⾃費であったため、⼊居対象は⼀部の⾼所得者中⼼であったが、

介護保険による負担軽減で⼊居対象者が拡がり、事業者はそれまでに⽐べ「⾼齢者事業」が

しやすくなったことは確かである。⼀⽅で、⾼齢者住宅は市場化・産業化も著しく、福祉的

観点よりも経済効果の観点で捉えられるようになっている。本節では、サービス提供事業者

に⼊居者の実態、さらに経営についてインタビューを⾏った内容をまとめる。 

 

１．複雑化する⾼齢者住宅のカテゴリー 
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 「介護施設」「⾼齢者住宅」「⽼⼈ホーム」などさまざまな呼称があるが、⾼齢者の住まい

に関するカテゴリーは明確に定義されているわけではない。⼤分類でマトリックス化する

と図 3-2-1 のように「福祉系」か「住宅系」、「公

的補助あり」か「⺠間」の組み合わせになるだ

ろうか。さらに、施設（住宅）名ごとに分類し

たものが図 3-2-2 である。介護認定状況によっ

ても⼊居条件が異なる。しかし、この分類図に

全ての⾼齢者の住まいを表⽰できてはおらず、

この施設名称からさらに細分化されることが、

ことさらわかりづらくしている原因でもある。

たとえば、有料⽼⼈ホームは「介護付」「住宅型」

「健康型」、さらに「介護付」は「外部サービス

利⽤型」「⼀般型」のように、⼀般利⽤者は到底

理解しきれない分類がされているのである。「介

護保険施設」でも、療養型医療施設は廃⽌ながら

6 年の経過措置（2018 年時点）、新たに介護医療

院が創設され、⽼⼈保健施設にも療養型⽼⼈保

健施設があるなど、介護や⾼齢者住宅業界で働く⼈でさえ理解するには相当な困難を⽣じ

ている。もはや「複雑怪奇」とさえいえるだろう。なぜ

このようなことになったのだろうか。 

 介護保険も同様だが、創設時はシンプルであったもの

が制度改正の都度、⽬先の変更や上乗せ制度を加えるた

め、既存の仕組みや例外も共存し、複雑化していくこと

が⼀番の理由といえるだろう。「改悪」を⽬指しているわ

けではないだろうが、結果的に利⽤する⽴場からすると

改悪しているようにとれる。さらに、第 1 章 2 節でも触

れたが、国交省（旧建設省）と厚労省（旧厚⽣省）の歴

史的な、ある意味⾼齢者住宅の「縄張り争い」である。

図 3-2-3 に⽰したが、「福祉施設」としての⾼齢者の住ま

いは厚労省政策で実施されてきたものの、「住宅」として
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国交省政策で実施されてきたものが加わり、その境界が明確でないものも多くなってしま

った。公的施設に代わり⺠間運営がほとんどを占めるようになった昨今では、これらの住宅

は「経済対策」の⼀環である。このような中で、事業者もサービス提供や経営の持続性につ

いて、度重なる制度改正や市場の動向に翻弄されているのが現状といえるだろう。 

 

２．⾼齢者住宅事業者の現状と課題 

 ⾼齢者施設・住宅を運営する事業者はどのような現場での課題を抱えているのだろうか。

有料⽼⼈ホームを中⼼に、⼤きく①⼊居者の課題、②経営の課題に分けて訪問インタビュー

を⾏った。⼊居時に「⾃⽴」が条件の有料⽼⼈ホーム３法⼈、「要⽀援・要介護」が１法⼈、

１法⼈につき 1〜1.5 時

間の時間をかけた。運営

⺟体は、社会福祉法⼈、

県住宅供給公社、株式会

社の計 4 法⼈である。さ

らに、不動産業界にも⾼

齢期の住み替え相談が増えているとの情報から、全国展開の⼤⼿企業に同様にヒアリング

を実施した(6)。 

 ⼊居時「要⽀援・要介護」の有料⽼⼈ホームでは、開設後 3 年で調査時の⼊居者の要介護

度が平均 1.9 と⽐較的⾃⽴に近い⾼齢者が多く⾒られた。社会福祉法⼈の運営ということも

あり、地域住⺠との交流やイベント開催など積極的に展開していた。居室は⼀部台所や浴室

も付属しているが、多くはトイレ・洗⾯のみの介護室となっており、⽐較的⾃⽴に近い⼊居

者からは「部屋に台所」の要望が⾼いという。同様に「⾃由」と「⾒守り」のバランスとし

て外出時の確認などは、どこまですべきか難しいようである。昨今の状況としては、「病院

から施設直⾏」ケースが増加し、家族がノータッチという傾向が多くなっている。⼀⽅で、

家族の理解不⾜（制度や仕組み）による課題もある。施設と病院を混同していることもあり、

医療やリハビリを求める家族も少なくない。時間経過とともに、①医療度が上がった場合 24

時間の看護師配置や医師との連携が難しい、②家族の協⼒が得られない（施設任せ）、③親

族間のトラブルに巻き込まれる、④職員の質・量の安定などが課題になってきているという。

経営⾯では、前述のとおり職員確保が⼤きな課題であり、制度変更による設備等への対応も

負担となっている。また、介護も医療も⾮常にわかりづらい制度になってきているため、利
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⽤者本⼈・家族も⼾惑いが多いことを問題視している。 

 ⼊居時「⾃⽴」の 3 法⼈は、開設後 20〜30 年が経過しており、⼀例として開設 29 年⽬

で 326 ⼾の⼤型施設では⼊居者の⾃⽴率は約 83％、他施設でもほぼ同様の状況である。⼊

居時⾃⽴であった⼊居者の中にも要⽀援・要介護レベルの⼈が増加している。ただし、あく

までも認定者率であり、実際には認定されるべき⼈がされていないケースが多いことが⾃

⽴型有料⽼⼈ホームでの特徴ともいえる。その理由は次に述べる。 

 ⾃⽴型施設での課題は、多くの⼈が⾃⽴とはいえ、前述のとおり加齢とともに⽀援が必要

な⼈が増加することである。これらの施設では重度介護となった場合、施設内にある介護専

⽤室に移動する仕組みが備わっており、第 1 節で引⽤した「不変環境モデル」と「適応環境

モデル」の複合型ともいえるだろう。そして、⼊居者⾃⾝も「重度化した際の受け⽫」を求

めて、あらかじめ⾃⽴のときから⼊居をするのであるが、現実的にはこの施設内移動への拒

否感が強いという。従って、①介護認定段階であっても「⾃分は⾃⽴である」と介護拒否、

②⾃⽴居室から介護居室への移動拒否、と 2 段階での⽀援拒否が起こっている。結果的に、

職員の⽀援業務が増加しているのにその費⽤の算定がされないことが多々発⽣し、経営課

題にもつながる。また、設備も「⾃⽴」であれば可能なことが⼼⾝の弱体化で不可になるこ

とが多い。例えば共有部分での⼿動ドアが押せなくなり、⾃動化するなどである。このよう

な整備が各所で必要となりコストに跳ね返っている。サービスの付いた⾼齢者の住まいで

あるにもかかわらず「⾃⽴型」ゆえに介⼊が難しく、「ゴミ屋敷」化してる居室も決して少

なくないという。⼊居者の⾃意識と周辺の客観的な⼼⾝への判断の差に⼤きな乖離が⾒ら

れる。 

 後⾒⼈（保証⼈）の課題も複数⾒られ、⾃⽴型⼊居は⼦無⾼齢者も少なくないが、保証⼈

に兄弟姉妹などがなると、先に保証⼈が死亡したり認知症になったりという問題が出てい

る。⼦世代からのモンスタークレームの話も聞かれた。また、件数は少ないが、⾃らの判断

で安⼼・安全を求めて⼊居したものの鬱などによる⾃殺の事例も複数⾒られた。 

 経営の観点では、⾃⽴型施設は⾼額な⼊居⾦と⽉々の維持費が必要となるため、富裕層対

象となるが、それゆえに⼊居率の維持に努⼒が必要となる。また、⼊居者の想定外の⻑期⼊

居による⼊居⼀時⾦の償却切れが開設経年数の多い施設では財務上の課題になっている。 

 ⾃⽴型施設での課題は、①⼊居者の介護への移⾏期の難しさ、②⾃⾝や⾝内の⾼齢化によ

る⾝元引受、③⼊居率維持と⼊居⾦償却、等が主なポイントとなるだろう。 

 最後に、不動産企業への聞き取りの概要を記しておきたい。各店頭では確実に⾼齢世代の
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住み替え相談が増えているという。相談者は「独居」が中⼼で、75 歳以下と 75 歳以上で希

望が異なる傾向がみられる。すなわち、75 歳以下では「不便の解消」のために、⼀⼾建て

から駅近の集合住宅を好む。75 歳以上では「不安の解消」のために、介護や⾷事などサー

ビスが付いた「⾃⽴型有料⽼⼈ホーム」への希望が多い。しかしながら、ミスマッチも少な

くない。⼀番の原因は「費⽤」で、特に⾃⽴型ホームを希望する場合、現在の⾃宅を売却し

ても住み替え費⽤には不⾜する場合がほとんどという。また⼦がいない独居⾼齢者も多く

⾒られ、その場合の保証⼈不在も課題となっている。 

 関連事業者の視点から⾒ても、⾼齢者への⽀援には⼈的課題、費⽤的課題が明らかに存在

することがわかる結果であった。 

 

３．⾼齢者住宅事業経営とのギャップ 

 前述のとおり、介護保険施⾏前と後では、⾼齢者住宅事業者の質・量ともに激変している。

その多くは、介護保険依存の経営であり制度改正や経済情勢に⼤きく左右されている。⾼齢

者の QOL 維持に真摯に取り組む事業者は多いが、単に「儲け」の対象とのみ考えて経営す

る事業者も存在する。 

 国の⽅向としても、医療・介護をひとまとめにし「ヘルスケア産業」として、経済対策と

捉える⾯が⼤きい。本来は、⾼齢者の安⼼と安全を確保するための制度であり事業であるは

ずが、利⽤者も事業者も国の⽅針変更に都度翻弄されているとはいえまいか。⾼齢者住宅を

サービス業としてしまうことで、利⽤者側の介護や住環境に関するリテラシーの低さも課

題である。 

⾼齢者の住まいを取り巻く環境は、利⽤者にとっても事業者にとっても今後ますます難

しい時代になるだろう。制度や仕組み、補助など公的⽀援のあり⽅を整理しシンプルに組み

なおす必要があるのではないだろうか。経済対策の⼀環で、⾼齢者住宅運営の規制緩和も⾒

受けられるが、本来であれば「⼈の命と財産」を預かる事業であることを鑑み、規制強化が

正しい⽅向性である。事業者の増加にともない、⾏政の定期的な審査なども⾏われていると

は⾔い難い。利⽤者が⽣活の質を維持すべく⾼齢者の住まいを選ぶとき、「運」に左右され

るということでは話にならない。 

反⾯、真⾯⽬に取り組む事業者にとっては、経営上の困難も多い。「⾼齢者の暮らしの安

⼼と安全」の品質基準を明確にし、⾏政上の評価と補助があってもよいのではないか。そし

て、基準以下の事業者は排除していくことが必要である。 
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⾼齢者住宅において先進国ともいえる他国の政策を次章で探ってみたい。 
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第 4 章 居住権とアフォーダブル住宅についての国際⽐較 
 

 適切な住居や住環境で暮らす権利、すなわち「居住権」は⽇本では⼗分に確保されていな

いことを第 1 章でも述べた。この「居住権」をめぐる国際的な動きはいかなるものであろう

か。過去には⼤きな世界⼤戦が勃発する都度、町や⼈々の⽣活が破壊されてきたわけだが、

その後の国の⽅針が⼤きく「居住」の権利にも左右してきたことは先述の通りである。⾃助

努⼒が可能な場合は、市場の中で選択することができるが、経済的・⼼⾝的に弱体化した⾼

齢期には、市場の中での⾃⼒取得は困難をともなう。主要国との⽐較検討をしてみたい。 

 

第 1 節 主要国の居住モデル−居住権と住宅政策 

 その国の歴史や⽂化、社会的背景、⼈々の価値観などは多様であり、⼀概に⽐較すること

は妥当とはいえないものの、どのような違いがあるのか、また居住権とともにどのような住

宅政策がおこなわれてきたのかを概観しておきたい。 

 

１．各国の社会制度における居住権の意味 

 20 世紀の⺠主的な憲法の典型とされる「ワイマール憲法」（1919）に、国⺠の居住権につ

いて⾔及されている。「経済⽣活の秩序は、すべての者に⼈間たるに値する⽣活を保障する

⽬的を持つ正義の原則に適合しなければならない」（第 151 条）、「居住の需要を満たすため、

取得することを必要とする⼟地は、これを公⽤徴⽤することができる」(第 155 条)として、

国⺠の社会権、⽣存権としての住宅確保について触れられている(1)。後年、1996 年には、

国連⼈間居住会議（ハビタットⅡ）において「世界のすべての⼈々への適切な住居と、持続

可能な都市化の中での居住環境改善のために国内外で努⼒すること」(2)が宣⾔されている。

このような基本的な理念・⽅針に対し、各国はどのように対応してきたのだろうか。 

 たとえば、「住宅政策は、イギリスの公共住宅、旧⻄ドイツ・フランス・オランダなどの

社会住宅、北欧諸国の協同組合住宅など⽅式に差はあるものの、社会政策の⼀環として実施

され、それによって住宅のナショナル・ミニマムが保障」(3)されたといわれるように、欧州

では公的に「居住の権利」の保障として、公的な補助や直接・間接での現物提供の住宅が多

い。 

 デンマークでは、「社会⺠主主義思想の下では、貧困層をつくらず、万⼈が平均的な⽣活

を営み、誰もが対等平等に⽂化的社会的な⽣活を営むことが最重要課題と平等理念に基づ
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いた住宅は『社会住宅』」(4)とされ、1938 年に制定された住宅⼿当法などにより、収⼊に応

じた家賃補助がなされるようになった。社会住宅は⼤きく 2 種類に分かれ、地⽅⾃治体が

供給する「公営住宅」と第三者的⽴場をとる「⾮営利住宅」がある（5）。⾮営利住宅の多く

は、地域の協同住宅組合協会が担う。地⽅⾃治体の役割は、住宅供給⼾数の⼤枠を決めるこ

とと、住宅⼿当などを⽀給することで、社会福祉政策としての公の役割を果たしているので

ある（6）。スウェーデンの住宅政策も同様の傾向であり、本⼈の収⼊や⾃治体により異なる

が、その家賃補助率は最⼤ 95％までといわれる（7）。 

 オランダも同様に、国や⾃治体主導で住宅政策は強⼒に進められた。2014 年時点である

が、オランダの全 730 万⼾のうち持ち家は 60％、賃貸が 40％、賃貸のうち 80％が社会住

宅である（8）。賃貸住宅に占める社会賃貸住宅割合は、デンマークに⽐較しても突出してオ

ランダは多い（9）。北欧を含む欧州での傾向であるが、⾮営利の住宅協会による住宅供給も

多い。オランダでは 1901 年に住宅法が制定され、建築規制や市街地再開発の強い権限を⾃

治体に与え、⼤戦後の住宅不⾜の折などは、低家賃⼤量供給や、すべての住宅に対する家賃

規制と住宅⼿当の⽀給が制度化された（10）。その後制度改正の変遷はあるものの、低所得層

が良好な住宅に居住できるよう住宅⼿当制度がある。 

 2 国の例を取り上げてみたが、⽶国や豪州などでも住宅政策の⼀環として収⼊に応じたな

んらかの家賃補助制度が存在する。おもな先進国の中では⽇本だけに存在しない。⼀⽅で、

これらの補助制度は、世界的な経済環境などにより、そのまま順調に制度が維持されたとい

うわけでもない。 

 

２．各国の⾼齢者に対する住宅政策と課題 

 前項で記した住宅制度は、⾼齢者に限定したものではなく全国⺠に対し「居住の権利」を

保障している。しかし、⾼齢期に⽣活基盤が脆弱になるのはどの国でも同じである。⾼齢者

に特化した住宅政策にはどのようなものがあるだろうか。 

 欧⽶では、⾼齢者住宅の運営に住宅組合や NPO 法⼈など「⾮営利団体」が関与すること

が多い。⽶国では⺠間企業がサービスとして⾏うこともあるが、キリスト教などによる⾮営

利運営が多くみられる。前節で取り上げたデンマークとオランダの事例を概説してみよう。 

 欧州圏とアジア圏の⽂化的背景の違いもあるが、デンマークやオランダを含む欧州は、住

居を世帯環境に応じて変化させていく傾向が強い。たとえば 18 歳で親元から独⽴、結婚後、

⼦育て後、⾼齢期など「その時」に合わせて住み替えていき、「⾃分のことは⾃分で決める」
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ことが中⼼である。従って、まずは⾼齢者でもできる限り⾃分で決断し活動する社会である。 

 ⾼齢者福祉や住宅制度で注⽬されるデンマークでも、⼀筋縄ではなかった。1850〜1910

年頃に⽼⼈ホームが作り始められたといわれるが、救護施設や福利厚⽣の意味合いが強か

った。⽇本の特養ホームに該当する「プライエム」が出現するのは 1960 年代からであり、

ベッドが置ける程度の狭いスペースにトイレ等は全て共同、800 室もある⼤型施設もあり劣

悪な環境であった。しかし 90 年代以降、それが問題視され、狭い部屋は 2 室を 1 室に、⽔

回りを備える「住宅」に改造が進んだのである。介護施設も⾼齢者住宅も住居は全て「住宅」

となり、家賃が発⽣するものの収⼊に応じた「家賃補助」制度が確⽴されている。従って、

⾼齢期に⼼⾝の状態に関係なく、「適切な住宅」に「適切な価格」で暮らす保障が確保され

ているのである(11)。⾃⽴した⾼齢者のための住宅の供給も、その多くは⾮営利の住宅協会

が担っており、⼟地は地⽅⾃治体が確保し、そこを住宅協会が借りて建築する。⼊居者の費

⽤は「敷⾦＋⽉々の家賃」あるいは「居住権購⼊（時価で売買）＋⽉々の管理・共益費」が

中⼼である(12)。 

 オランダでも 2015 年に介護保険制度（AWBZ）が姿を消し、新制度に移⾏するなど⾼齢

者の⽣活環境にも⼤きく変化があったが、⾼齢者専⽤の住宅は⾮常に多く展開されている。

ほとんどの住宅は⾮営利の住宅協会が所有し、⼊居者には公的な家賃補助、さらに地域の

NPO がサービスを提供している。しかし、財源も厳しい折、⾼齢者住宅はかつて 65 歳以

上の⼊居であったものが、現在はでは 80 歳以上を対象にしているところが多くなっている。

住⼾は 40〜60 ㎡程度で⽔回り設備が備わり、寝室と居間が分離されていることが基本であ

る(13)。 

 翻って⽇本はどうだろうか。公的な⾼齢者住宅の供給はほんの⼀部に限られ、例えば都営

シルバーピアは低廉な家賃であるが、抽選倍率は平均 49.3 倍、多いところでは 200 倍にも

なっている（2018 年 8 ⽉時）。⼀⽅で東京都住宅供給公社が⺠間事業者に委託し運営するサ

ービス付き⾼齢者向け住宅は、22 ㎡（浴室ナシ）で 1 ヶ⽉の固定費（家賃・管理費・基本

サービス費）が 12 万 6490 円にもなっている(14)。⾼齢者住宅の市場化がますます進む現状

といえるのではないか。 

 

３．⾼齢期の「暮らし」を⽀える諸制度 

 住宅そのものや住宅制度を整えたところで、⾼齢期は⽣活の「⽀援」も⽋かせない。⽇本

でも「サービス」という名のもとに展開されているものがあるが、安否確認・⽣活相談程度
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の最低限のものと⺠間の過剰なサービスの両極端に偏向している傾向である。北欧やオラ

ンダでは、⾃⽴者から要介護者に対応した⾼齢者住宅が歴史的にも量的にも⽇本より整備

されてきたが、併せて⼊居者の⼼⾝状態に合わせた⽀援も整備されているのが特徴である。

それは公的なものから NPO などの⾮営利団体によるものがベースとなっており、さらに社

会的・⽂化的背景としてボランティア活動も定着している。 

 デンマークの⾼齢者住宅では、住宅とケアが完全に分かれており、公営施設でも同様で双

⽅の部⾨は互いの事情は知らないほどである。ケア（サポート）は、同じ施設内でも⼊居者

の状況に合わせて措置で提供される。⾮営利住宅協会や公社が供給している⾼齢者住宅（後

述する Co-housing 含む）も、必要に応じて⾃治体の在宅サービスを利⽤するか、住⺠相互

の⽀え合いで成り⽴っている。オランダもほぼ同様であるが、NPO の⽣活⽀援サービスや

ボランティア活動が⾼齢者住宅ではどこでも⾒られる。⽇本のように過少・過剰の⼆極化で

はなく、例えば、⾷事は 1 階の道路に⾯した外にも開かれた⾷堂で⼣⾷のみ提供、他の⾷事

はケータリングを利⽤するなどで、「フルサービス」は介護施設に近い環境に限られるとい

えるだろう。 

 住宅問題以前に、年⾦制度や医療・介護保障制度も⼤きく影響する。⽇本のように⾃⼰負

担が重くないため、経済的な負担が少ないことが⼤きい。30 年のノルウェー⽣活から帰国

した 80 歳の⼥性にヒアリングしたところ、年⾦は保険でなく公費のため「住んでいる期間」

が実績になるとのこと。当時の換算で 40 年満額は最低年⾦が約 17.5 万円、⼀般勤労者の平

均年⾦が約 20.3 万円とのことで、所得再分配が徹底している。⾃治体や年度にもよるが、

医療費は年間 3.1 万円を超えれば無料、介護費は収⼊に応じた負担だが、基礎年⾦だけの⼈

は無料、介護⽼⼈ホームは収⼊に関係なく誰でも⼊居でき、年⾦の 15％は必ず本⼈の⾃由

になるお⾦として残さねばならず、85％で施設⼊所のすべての費⽤が賄われる。教育費も無

料のため、将来のために汲々と預貯⾦する必要もなく、結果的に⼼も⽣活も豊かに暮らせる

という(15)。 

 単にハード⾯としての住宅や住宅政策を整備するのではなく、「⾼齢期の暮らし」全体を

⽀える制度としての取組みが重要なのである。 

 

第２節 アフォーダブル住宅と⽇常⽣活の環境 

 ⽇本は現在 846 万⼾にもおよぶ「空き家」に直⾯し、これらの問題を住宅セーフティネ

ット法にからめ、安直に低所得者や⾼齢者などに向けた「住宅供給」につなげようとしてい
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る。しかし、そこには「アフォーダビリティ」（適切な品質・広さの住宅に適切な価格で住

む）の視点はあるのだろうか。欧⽶諸国の住宅施策と⽇本の住宅施策での明らかな差は、こ

のアフォーダビリティという視点といえるのではないか。 

 

１．居住空間の国際⽐較 

 ⽇本と諸外国の居住空間を単純に⽐較するには、背景の違いがあり危険が伴うが「アフォ

ーダビリティ」という観点から明らかな違

いがある。 

 まず⽇本の現状を概観すると、住⽣活基

本法による「誘導居住⾯積基準」は、都市居

住型で単⾝者 40 ㎡、2 ⼈以上世帯は 20 ㎡

×世帯⼈数＋15 ㎡である。この達成率をテ

ニュア別にみたものが図 4-2-1 である。持

家以外の低さが⼀⽬瞭然である。さらに、

賃貸についての家賃⽐較を表したものが図

4-2-2 である。⺠間借家の居住空間の粗末さ

に⽐べ家賃は⾼いということがわかる(16)。

全体的・平均的な傾向なので、個々の問題

はさらに深刻な状況もあると推察できる。

さらに⾼齢者住宅に限ると、サービス付き⾼齢者向け

住宅の基準は 25 ㎡以上、台所・浴室を共同とする場

合は 18 ㎡以上が規準となっており、もはや標準居住

⾯積以下ですらある。  

デンマークでは、50 年前につくられた⾼齢者介護

施設（プライエム）の劣悪な環境を⼤きく改善し、そ

れまでの年⾦受給者住宅、⾼齢者向け集合住宅、保護

住宅などを「⾼齢者住宅」として法律の下に⼀元化し

た。1987 年の「⾼齢者・障害者住宅法」では、⾼齢

者・障害者に配慮したバリアフリーや 24 時間の緊急

呼び出し、台所・トイレを備えた独⽴住宅であるとと
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もに、67 ㎡以下の広さであることとされたが、公営住宅法では住⼾⾯積は 110 ㎡以下とな

る(17)。デンマークの場合、基準は「以上」ではなく「以下」であることが多い。過去 2 回

の訪問時に視察した数々の住宅も最⼤基準のタイプのものが多く⾒られた。 

 住宅⾯積でアフォーダビリティが決

まるわけではないが、⼀つの⽬安とし

て主要国を⽐較してみると、図 4-2-

3(18)のとおり、⽇本の狭隘さがわかる。

収⼊に対する居住費負担の⽐較データ

が確認できていないが、⽇本の居住費

の⾼さとそれに対する公的家賃補助が

ないことを考えると、⽇本のアフォー

ダビリティの低さは明らかといえるだ

ろう。世代を問わず、個⼈の経済⼒が⽣活基盤である住環境を左右し、⾼齢期にはますます

脆弱になることは必⾄である。 

 

２．住宅⼿当の国際⽐較 

 すでに何度か述べたように、先進諸国には住宅⼿当制度がある。住宅⼿当、家賃補助、住

宅補助、住宅給付などさまざまな呼称があるが、本項では総称として「住宅⼿当」と表記す

る。個⼈への住宅⼿当には、①直接供給（公営住宅等の現物提供）、②家賃補助、③税⾦・

所得の控除（住宅ローン等）に⼤別できる。⽇本では、⼀部の直接供給と⽣活保護に含まれ

る住宅扶助が低所得層対象とされており、スティグマ化にもつながっている。⼀⽅で住宅ロ

ーン控除は持ち家政策と相まって⾼所得者に有利な制度といえる。外国の住宅⼿当も制度

が単純ではないため安易に⽐較できないものの、⽂献より概略を記しておきたい。 

 福祉国家を標ぼうした先進国では、⺠間住宅の家賃統制や社会住宅建築補助などが政策

化されたが、その後社会住宅の代替⼿段として住宅⼿当を導⼊する。所得に応じて⽀給され

る本制度が先進福祉国家に共通して⾒られた。住宅⼿当は「公的住宅扶助」とそれ以外の独

⽴した「住宅⼿当」の性格があり、国によっては公的住宅扶助の居住費はなく、独⽴した住

宅⼿当だけの場合（豪州、フランス等）、公的扶助の住宅費と独⽴した住宅⼿当の 2 本⽴て

の場合（カナダ、ドイツ、スウェーデン等）がある。なお、アメリカは予算枠の決まった住

宅バウチャーを⽤いている（19）。また、⽀給⾦額基準も詳細な設定があるため⽐較が困難で
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あるが、定額給付ではなく、個々の要素に応じて設計されている。⼀般的には所得や世帯⼈

数、住宅の費⽤（家賃）が考慮され、その補助率は当該家賃の数％から 100％まで幅広い（20）。 

 住宅⼿当の対象住宅は、賃貸住宅が多いものの、⼀部の国では⾃⼰取得の際にも活⽤でき

る。賃貸住宅の場合、⼿当⽀給のための要件としてアフォーダビリティの確保が必要となり、

⼀定の住宅品質を保つ基準にもなる。⽇本の公的住宅扶助は品質要件などがないため、貧困

ビジネスにもつながっているといえるだろう。しかし、住宅⼿当制度にも課題があるとされ

る。収⼊に応じて誰でも利⽤できるとはいえ、受給に対するスティグマも拭えず、必要とさ

れる層への周知もできていない。さらに、住宅⼿当制度があるがゆえ、家賃引下げにつなが

らない、⾼家賃住宅を安易に選択するなど問題化している（21）。 

 ⽇本では、個⼈への住宅⼿当以外に住宅建築事業体に補助を拠出することが多くなって

いる。空き家対策を兼ねた低所得層向け住宅のリフォーム費⽤やサービス付き⾼齢者住宅

が代表的である。確かに住宅を整備し供給数を増やすことは必要だとしても、その補助⾦が

家賃低減につながっているのかというと甚だ疑問といわざるを得ない。国交省の「サービス

付き⾼齢者向け住宅整備事業の概要」の要件のひとつに、「⼊居者の家賃の額が、近傍同種

の家賃の額と均衡を失しないように定め

られていること」とあるが、実態はそれ以

上に⾼額であることがほとんどである。

図 4-2-4 は京都市中⼼地のサービス付き

⾼齢者向け住宅と⼀般賃貸住宅を⽐較し

たもので、所在地・⾯積などほぼ同様の条

件でも 1.5〜3 倍の差がみられた（22）。サ⾼住のレンタブル⽐が⼀般住宅と異なることを加

味しても差は⼤きいといえまいか。補助⾦は事業者の利益を増加させただけではないのか。

「物（住宅経済対策）」への補助ではなく「⼈（居住権）」への補助が優先されるべきではな

いだろうか。 

 

第３節 「住まいとケア」の分離 

 特に北欧では、スウェーデンのエーデル改⾰に代表されるように、90 年代から「脱施設

化」が図られた。⼈として「施設に⼊所する」のではなく「住宅で⽣活する」という考え⽅

が基本にある。必要に応じて「ケア」は供給されねばならないが、あくまでもケアは「⾃分

の住まい」に対するオプションである。欧州では「住まいとケア」の分離がどのようになさ
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れていったのか。⽇本ではなぜ「住まいとケア」の分離が思うほど進まないのだろうか。 

 

１．住まいとケアの分離の必要性 

 ⽇本では、先述したようにおもに厚⽣省と建設省時代からの「⾼齢者の住まい」の分断が

あり、昨今では融合させようという⽅向性があるものの、複雑化している⾼齢者住宅カテゴ

リーをみれば、とても消費者視点にたったものとは思えないのが現実である。そのひとつに

「介護」がサービスとして住まいに含まれているのかいないのか、「⾒た⽬」と「制度・仕

組み」では異なり、理解しがたい。2011 年にサービス付き⾼齢者向け住宅（サ⾼住）が創

設された際には、原則「住まい」と「ケア」の分離であった。そもそもサ⾼住の制度は、団

塊世代が⾼齢期に移⾏した際、⽣活リスクを軽減するため、早めにバリアフリー化された住

宅に住み替え、⼼⾝の状況の必要に応じて安否確認や相談が⾏えるという仕組みであった。

ところが、実際のサ⾼住および⼊居者の状況は、25 ㎡以下のサ⾼住（台所・浴室は共同可

能な基準）が 77.6％、⼊居者の要介護認定率は 87.5％にも及ぶ（23）。住まいとケアの分離

とはいえ、ほとんどは介護施設化しているのである。 

 では先⾏する北欧・欧州ではどのように住まいとケアの分離が⾏われてきたのだろうか。

海外の住まいとケアの分離に対する研究を続けてきた松岡の⽂献から概観する。 

 「住まいとケアの分離」を最初に実践したのはデンマークであり、1981 年に概念が登場

し、実⾏に移したのは 1988 年とされる。パッケージされた 24 時間ケアの施設かケアのな

い在宅かの⼆者択⼀、施設⼊所によるストレスや張り合いの無さなどが問題視され、この弊

害を克服すべく、住まいとケアを分離し地域で展開することにより、個々のニーズに合わせ

て住み慣れた地域でフレキシブルにケアを受けられるようにしたのである(24)。 

 そのためには⼊念な準備期間をおいたことがわかる。まず「⾼齢者および障害者住宅法

(1987)」によって地域に⾼齢者住宅の建築を推進、⾼齢者と障害者を統合し、施設と住宅の

⼀元化を進めた。そして 24 時間在宅ケアを整備してから施設建設を禁⽌した。24 時間ケア

は、⾼齢者のみでなく怪我をした若者、障害者、末期がん患者まで対象とし、地域巡回によ

ってサービスを提供する。24 時間ケアの整備率は 90 年代初頭に 100％を達成している(25)。 

さらに、1997 年には⾼齢者住宅は「公営住宅法」に取り込まれ、他の公営住宅とともに

規定、⼀元化されている。⽇本でいう特養ホームなど介護保険施設、有料⽼⼈ホーム、グル

ープホーム、養護⽼⼈ホームなどの施設、市営住宅や公社住宅などがひとつの法律のもとに

⼀元化されたことになるという（26）。「住まいとケアの分離」はその後、北欧諸国、オラン
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ダにも波及したのである。 

 費⽤⾯でも住宅（家賃）とケア（介護を含むサービス）は分離されており、多くは家賃を

住宅協会や⾃治体に⽀払い、デンマークの場合、ケアは措置制度のため必要と判断されれば

無料で提供され、他国は収⼊等に応じて負担があるが低所得層などには配慮されている。 

 寝たきりなど重度の要介護者のために、介護が内包された施設もゼロにすることはでき

ず存在しているが、⾼齢者の多くは適切なサポートにより、多少不便さはともなってもひと

りでも⽣活できるのである。2013 年にデンマークの地⽅都市が提供する 24 時間訪問介護

に半⽇同⾏したが、短い滞在だと 3 分程度、⻑いと 40 分など個別状況により「できないこ

と」に対応し、年齢も 40 代から 90 代と思われる⼈、障害や⾼齢の介護だけでなく末期が

ん患者宅にも赴いた。 

 ⽇本では住宅としての箱づくりをある意味経済対策とからめて推進しているが、デンマ

ークでは措置として分離されたケア（在宅）を、⽇本は市場任せにしているがゆえに、地域

によりサービスの質量に⼤きな差異が発⽣し、「安⼼して」⾼齢者が⼀⼈でも暮らせる状況

にはないといえる。 

 

２．「住宅」と「施設」は何が違うのか 

 前項で「住まいとケア」の分離に触れたが、⾼齢者の住まいを指すときの「住宅」と「施

設」の違いは何であろうか。松岡は、⾼齢者住宅を「エイジング・イン・プレイス（地域居

住）」の構成概念に沿って、①住⼾と呼ぶにふさわしい⾯積と住宅設備、②原則的に住まい

とケアは分離、③地域の事業所から⾃⽴⽀援のケアをフレキシブルに提供、④地域に向かっ

て開かれ住⼈の⾃由がある、といった点で定義している(27)。欧州では先述したようにケア

が施設に内包されているか、外付けであるかといった点がひとつの区切りともできるよう

だ。 

 ⽇本では、厚労省系の「施設」か国交省系の「住宅」で分かれているといえるが、実態は

再三述べたように、住宅であっても介護施設同然のものが多い。正式な分類ではないが、「⾃

⽴型」と「介護型」で区別し、前者を住宅、すなわち⼀般住⼾と同じような設備と寝⾷分離

程度の居住⾯積を確保したもの、後者を内在・外部問わず介護が付加された台所・浴室ナシ

の狭⼩なワンルームの部屋、をさしている。欧州では、介護施設や認知症グループホームで

あっても、40 ㎡程度の広さにバスルームと台所が標準設備であり、介護施設であっても「住

宅」を意識している。 
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 いうまでもないが、⾼齢者本⼈は「住宅」での暮らしを望む。松岡の定義のように、⼀般

住宅と変わらない条件に、個々の⾼齢者ニーズに応じたソフト⾯を求めるのである。特に独

居⾼齢者の場合は単独であるがゆえの不安や不便の解消ニーズは⾼い。それに適うはずの

サ⾼住は⽬的から外れ、⼈々の理解がないまま市場サービス化され、「誰もが暮らせる⾼齢

者の安⼼住宅」とは⾔い難い「住宅」あるいは「施設」となっている。全ての施設をなくす

ことは実質不可能であるが、欧州の先例のように「住まいとケアの分離」を実⾏できるだけ

のケア・サービスの平等な拡充を確保し、所得や⼼⾝の条件に関係なく⽼後期を暮らせる住

宅が必要なのである。 
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第 5 章 居住環境の整備による⾼齢期の QOL 維持 
 

 これまで⽇本の住宅政策と⾼齢者住宅政策、⾼齢期の暮らしの課題、おもに欧州など諸外

国の住宅・⾼齢者住宅政策との⽐較についてまとめてきた。最後にこれらをふまえ、これか

らさらに深まる⾼齢期の居住福祉の課題と必要な対策について提⾔しておきたい。 

 

第 1 節 住環境の不備による不経済性 

 現役世代にはなかった⽣活上の不便が発⽣するのが⾼齢期である。⼀概に年齢だけで区

別できないが、健康⾃⽴であっても加齢とともに確実に「他⼈の⼿」が必要となってくる。

その「⼿」がない場合は、諦めるか経済的負担をともなう「⼿」を確保せねばならない。そ

こから考える不経済・不効率はどういったものであろうか。 

 

１．介護と⾃⽴の間の問題 

 ⾼齢者のみの世帯、単⾝⾼齢者世帯が増加するにともない、「制度の狭間」にいる⼈が今

後さらに増加することが⾒込まれる。⽣活が⾃⽴している⾼齢者は年齢に関係なく問題は

ないし、介護保険制度が利⽤できる場合は、内容が⼗分といえないまでも⽀援を受けること

ができる。課題は、⾃⽴でもなく要介護認定を受けるほどでもない虚弱⾼齢者が増加してい

くことである。 

 3 世代同居の時代は、徐々に衰える⾼齢者を家族全体で⽀えることができたので、特別な

介護状態でない限りは⽇常の中で解決できた。しかし、今後においては、①⾼齢者のみの世

帯、特に独居者が増加、②公的介護保険利⽤の条件がますます厳格化、③他の社会保障の抑

制などにより、⽇常⽣活に不便・不安を感じる⾼齢者は確実に増加する。 

 その状況を打破するために、国は地域包括ケアシステムにより地域の相互⽀援体制を確

⽴しようとしているが、理想と現実の乖離は決して⼩さくないことは、第 2 章でも述べた

とおりである。親族や近隣住⺠による無償の⽀援、地域ボランティアによる低コスト⽀援を

想定しているのであろうが、それが不可能な場合（現実問題として地域的に不可能なところ

も多い）は、本⼈の ADL が悪化した状態になれば公的費⽤を投⼊せざるを得ず、逆に社会

コスト⾼（⼈的・費⽤的）を招くといえるのではないだろうか。公的費⽤をゼロにするので

はなく、少ない投資で介護発⽣以後の⾼コストを予防するという視点が必要であろう。 
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２．独居⾼齢者における⽣活の不経済性 

 第 1 章 1 節で、⾼齢者世帯の格差拡⼤についてふれたが、さ

らに⽣活に関するデータを⾒ておきたい。総務省家計調査

(2018)によると、平均的な無職単⾝⾼齢者世帯の 1 ヶ⽉の収⼊

は約 12 万 3 千円、⽀出は約 16 万 2 千円で⾚字は約 3 万 9 千円

となり、実に年間約 46 万円が不⾜、20 年で 928 万円不⾜とな

る。この⽀出内訳では住居費がそれほど⾼くないが、賃貸居住

者にとっては相当な重い負担となるはずである（図 5-1-1）(1)。

ちなみに前年の同調査と⽐較すると、実収⼊は微増ながら⾷費

や住居費、光熱・⽔道費、交通・通信費など⽣活インフラコス

トが増加している。⾼齢者が働き続けるケースが増え

ているとはいうものの、厚⽣年⾦平均受給額が実質減

少している現状から考えると、その厳しさを数字はし

っかり反映しているといえるだろう(図 5-1-2)(2)。 

 単⾝⾼齢者は男性より⼥性の⽐率が多いが、遺族年

⾦を考慮しなければ⼥性は年⾦額が少ない。たとえ

ば、⽼齢厚⽣年⾦の⼥性（65 歳以上）の平均額は

108,776 円であり、男性の 174,535 円に⽐べ差が⼤き

い(3)。仮に、状況把握・⽣活相談が具備されたサービ

ス付き⾼齢者向け住宅に住み替えるとしたらどうな

るだろうか。都市部の京都市中京区（A）、地⽅都市の

舞鶴市（B）、⼈⼝の少ない⿃取県東伯郡（C）の⽉々の⼊居費⽤を⽰したものが図 5-1-3 で

ある。いずれも台所・浴室・トイレは住⼾内にあり独⽴しているが、居住⾯積は、最低居住

⾯積⽔準(単⾝ 25 ㎡)はクリアしているものの、誘導居住⾯積⽔準（都市型単⾝ 40 ㎡）には

到底満たない。（C）は⽉額 7.2 万円と⽐較的固定費⽤が低いものの、地域性を考えると年⾦

受給額も全国平均よりは低いことが想定

できるので、多くの単⾝⾼齢者、特に⼥性

には「安⼼な」⾼齢者住宅への住み替えハ

ードルは⾼いといっても間違いではない

だろう(4)。 
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 ⾼齢⼆⼈世帯の⽀出は単⾝世帯の倍にはならない、すなわち共有できる費⽤が多く、特に

居住費がその最たるものである。従って「居住費＝家賃等」について単⾝⾼齢者の不利性・

不経済性は明確である。かといって、住宅貧困ビジネスのように狭⼩な部屋や⼤部屋で暮ら

せばよいというものではない。アフォーダブルとは決していえない住宅環境でさえ、収⼊の

中に占める居住費の割合が⾼いのが⽇本である。「健康で⽂化的な⽣活を営む権利」を鑑み

ると、家賃補助あるいは家賃統制の仕組みなどが必要といえるのではないだろうか。これに

ついては後述したい。 

  

３．住居の点在による不効率性―Co-housing にみる⾃⽴⾼齢者の住まい⽅ 

 「どこに住まうか」は、個⼈の⾃由である。⼀⽅で「住みたい」ところが実際住んでいる

ところとは限らない。加齢とともに、それまでの住宅が不便・不安になってくることはすで

に述べた通りであるが、簡単に住み替えしづらいのが⽇本の住宅環境といえる。「住み慣れ

た⾃宅で最期まで」というスローガンがよく使われるが、⾼齢者のみ世帯では不安とともに

暮らすことになる。ひとえに「在宅」をサポートするための公的なインフラが不⼗分だから

である。では、利便性が良く、適切なサポートが受けられる住宅に住み替えようとしても、

まず経済的なハードルが⾼い。従って、不安を抱えていても⾼齢者世帯は従来の住宅に留ま

ることになり、⽬配りが必要な住宅が点在してしまうことになる。独居⾼齢者は、⺠⽣委員

などによる現況確認がされる仕組みがあるとはいえ、実質できていない地域もある。仮に、

独居⾼齢者の⾒守りや⽀援のインフラを確実に整備したとしても、その住居が点在するこ

とにより不効率・不経済を招くことになる。 

 本項冒頭に記したとおり、どこに住まうかは⾃由であるので、すべての独居⾼齢者に適合

するわけではないが、⾃⽴段階での単⾝⾼齢者が集住できるアフォーダブル住宅は、今後拡

⼤する独居⾼齢者に対してのひとつの選択肢になると考える。先⾏事例としては、北欧を中

⼼に根付いている⾼齢者の Co-housing の仕組みである。独⽴した⼀般的住⼾を持つ集合住

宅（タウンハウス的な⼾建てタイプもある）でありながら、共有スペース（⼤きな台所、⾷

堂兼リビング、⼯作室など）を持つことが特徴である。さらにソフト部分を原則居住者が役

割分担する。その最たるものは、「コモンミール」といわれる居住者が週に数回の⼣⾷をと

もにする機会である。⾷事をするかどうかは各⼈の⾃由だが、⾷事作り当番は必ず輪番制で

担当をする。さらに、建物や屋外のメンテナンス、会計、新規⼊居者への対応など、本来外

部に委託するものをほとんど⾃分たちで⾏うのである。Co-housing には、賃貸形式と居住
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権⽅式の２つに分かれることが多い。居住権⽅式は⽇

本にはない仕組みで、⼊居時に時価で売買が可能であ

り、有料⽼⼈ホームの⼊居⼀時⾦（家賃の前払い相当）

とは全く異なる。⼊居後は管理費等が固定で必要とな

る。 

 居住者は、何らかの役割を持つこと、およびコモン

ミールにより、住⺠同⼠の交流が否応なしに⾏われる。

⾃分だけではできないこと、必要な⼿助けなどは、他

の住⺠ができるだけサポートするが、介護は⾏わない

というルールがある。介護が必要になれば、公的サー

ビスを利⽤する。とはいえ、居住者だけで解決できな

い問題や客観的な視点も必要になるため、コーディネ

ートする NPO や住宅公社などが必要に応じて関わる。

新規⼊居希望者も現居住者が⾯談・判断するところも

あり、⾼度な⾃律性が確保されているといえよう。ある意味、最⼩単位の地域包括ケアシス

テムといえるのではないだろうか。 

 ⽇本では、全世代対応で北欧の仕組み同様の Co-housing を⾸都圏で展開している

NPO(５)があり今後の活動に期待したいところだが、⽇本でのさまざまな課題も⽣じており、

次節にて論じることとする。 

 

第２節 ⾼齢期に必要な居住における公的制度 

 ⽇本の住宅政策は⾃助努⼒をベースに、住宅産業を経済対策とすることが中⼼に進めら

れた。しかし、⾼度経済成⻑期とは程遠いいま、そしてさらに厳しくなる⽇本社会において

は⽅向転換が必要な時期といえる。増加する独居⾼齢者の居住環境の整備は、単に⾼齢者住

宅を増やすという対策ではなく、その背景にある諸問題や慣⾏にもメスを⼊れる必要があ

るのではないか。 

 

１．住宅⼿当による⾃⽴⽀援制度 

 「持ち家⼀⼾建て」が住宅双六のゴールであったいまの⾼齢世代であるが、不便・不安解

消のために住み替えを検討するケースも増えている。今後さらに空き家問題が深刻化する
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ことが予測されている中で、⾼齢者の持つ⼾建て住宅の流動化は有益な対策にもつながる。

独居⾼齢者の賃貸⽐率は⾼いが、持ち家⾼齢者は⾼齢期に流動性のある賃貸集合住宅での

⽣活は利便性が⾼まると考えられる。 

 ただし再三述べてきたように、ハードルとなるのが家賃の負担である。個⼈の家賃負担を

軽減するには、①家賃規制、②家賃補助（廉価な公的賃貸住宅含む）がある。たとえば、ド

イツやオランダ、デンマーク、ノルウェーなどおもに欧州の国々では、地区レベルで家賃上

限や引き上げのルールが制度化されている（6）。また、「ヨーロッパでは建物への補助は完全

に姿を消している。『補助は建物から⼈へ』と、建物への補助より、住む⼈に住宅⼿当とし

て補助したほうが確実に『アフォーダブルな住宅を提供』することができる」（7）のであり、

データは少し古いものの、スウェーデンの住宅⼿当受給者は年⾦世帯で 61％、イギリス同

36.4％（8）と、他世帯に⽐べ年⾦世帯の多くが家賃補助を受ける⽣活を送っている。これら

の国は、必要性に応じて誰でも利⽤できる「ユニタリズム」である。 

翻って⽇本では、⽣活保護対象者への住宅⼿当（扶助）はあるが、単給ではない。また公

営住宅等への⼊居資格も基準が収⼊分位 25％以下等のスティグマ性の強い制度となってい

る。住宅⼿当のある欧州などよりも家賃を含む⽣活固定費の負担が⼤きく、年⾦額が低い⽇

本において、特に独居⾼齢者の⽣活の質に直結する問題となる。 

 ⾼齢者に限らず、低収⼊者であっても⽇本では⽀出の負担率が⾼い「家賃」相当分に補助

があれば、充分に経済的に⾃⽴できる⼈は多い。家賃のために、⾷費や医療費、交際費を節

約する必要がなければ、もっと健康的に過ごせることは間違いない。医療や介護の公的負担

削減にも寄与すると考えられるのである。 

 

２．保証⼈・後⾒⼈の公的な保証制度 

 独居⾼齢者を中⼼に⾼齢者のみ世帯が住み替えをする際に、「保証⼈」「⾝元引受⼈」の課

題がある。UR 都市機構など⼀部を除き、有料⽼⼈ホームやサ⾼住、⼀般賃貸住宅でも必須

とされる。ひとつには家賃滞納などの際の連帯保証となる先の確保、そして認知症などによ

る本⼈の意志が確認できない場合や死亡の際の遺体引き取りの役割である。確かに、貸主

（事業主）としては、全責任を負うリスクは⼤きすぎる上に、勝⼿な判断による処理は法的

な問題も⽣じる可能性があるため、⼊居者の不測の事態に備える必要性は理解できる。UR

都市機構の保証⼈不要制度も「緊急連絡先」は必須となっている。 

 では、保証⼈などの確保ができない⾼齢者はどうしているのか。認知症を理由に家庭裁判
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所から法定後⾒⼈を指定され、介護施設に⼊所できる場合などを除くと、多くは個⼈的に任

意後⾒制度などを活⽤して司法書⼠や弁護⼠など第三者に依頼している。有料⽼⼈ホーム

などでも、保証⼈・⾝元引受⼈の確保が難しい⼈には該当機関への紹介など相談に応じてい

るところも多くなった。また、家賃債務保証会社を利⽤する場合もあるが、初期のまとまっ

た保証料や、⼀度の滞納でさえ激しい取り⽴てや強制退去など悪質な事業者も存在し、⼀種

の貧困ビジネス化も⾒られる(9)。また、⾼齢者に対し⾝元保証を⾏っていた公益社団法⼈が

預託⾦流⽤などにより破綻したことも記憶に新しい(10)。 

 独居⾼齢者は先述の通り賃貸居住⽐率が⽐較的⾼い。建替え時や⼼⾝の状況によっては

⽴ち退きを迫られる場合もあり、住み替え時に保証⼈などがいない場合困難な事態となっ

ている。強制的な退居でなく⾃ら安⼼・安全を求め⾒守りなどサービスの付いた⾼齢者住宅

に住み替えるときでさえ、これらの保証・⾝元引受はつきまとう。⺠間サービスに頼ると⾼

額な費⽤が⽣涯必要となる。単⾝者だけでなく、⼦無⾼齢夫婦も含め、今後この問題はさら

に深刻化するだろう。 

 昨今では、本⼈が倒れたときや死亡した際に、本⼈の意向や死亡後の希望などを登録する

制度をはじめた⾃治体もある。保証や⾝元引受までには⾄らないが、独居⾼齢者への取組み

として⼀歩前進の評価ができるのではないか(11)。このような仕組みをさらに発展させ、公

的機関で、親族などのいない⾼齢者世帯の住み替えをサポートする保証・⾝元引受の登録制

度を整備することが望ましいと思われる。 

 

３．公に⽀える死後事務委任 

 前項では、⾼齢期の居住福祉の観点の⼀部として、特に単⾝⾼齢者の住み替えの際の「保

証⼈」「⾝元引受⼈」について述べたが、これは「⽣前および死亡時」までのことである。

課題は、相続⼈や親族がいない場合、死亡後の⼀連の希望を「どのように叶えることができ

るか」という点で、実際単⾝や⼦無⾼齢夫婦の切実な不安となっている。⺠法 653 条にお

いて「委任契約は委任者または受任者が死亡したら終了」であることが規定されており、第

三者の保証⼈などの対応は、死亡後の事務処理にまで及ばないとされる。この問題を解決す

るためには、⼀般的に「死後事務委任」契約がある。有料⽼⼈ホームなど⾼齢者向け住宅で

も単⾝⾼齢者の契約時に、第三者の「保証⼈」「⾝元引受⼈」とあわせて「死後事務委任」

の契約を前提としていることがほとんどである。 

 しかしながら、前項でも記したように、第三者機関や個⼈が破綻や廃業、先に死亡するな
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どのケースもないとは限らない。⾼齢者の住み替えの保証⼈として、親族が担ったとしても

⽼⽼親⼦、⽼⽼兄弟姉妹などの事情により、本⼈より先に保証⼈が不在となる場合も決して

少ないとはいえない。事実、⾼齢者住宅事業者へのインタビューでは、保証⼈の死亡、⽣存

しているものの認知症などにより責務が果たせないなどの事例は発⽣し、引継ぎ者を探し

出すことに苦労している。 

 それでも経済的に余裕のある⾼齢者であれば、新たな保証⼈を探すなど対処のしようも

あるが、単⾝⾼齢者は先述したように所得が平均して低い。そのような中で、死後の希望を

叶えるための経済的・⼼理的負担はますます⾼まることは確実である。 

 これらの問題を克服するためには、保証⼈・⾝元引受⼈とあわせて、死後事務委任まで本

⼈の希望に沿える公的な制度が必要といえるのではないか。当然⼈的・事務的コスト負担が

増すが、⺠間組織よりも押さえた預託⾦などの⾃⼰負担を導⼊してもよいだろう。経済的負

担の低減は必要としながらも、なによりも持続性が重要である。⼈の⼈⽣最期に関わる部分

を、⾃助・互助だけで⽀えようというのは無理がある。時代・社会の変化に制度が追い付か

ないひとつの課題といえるだろう。 

 

第３節 諸外国の事例から考える新たな住宅施策の必要性 

 第 4 章で欧州を中⼼に諸外国の住宅政策や⾼齢者のための制度について述べたが、歴史

や⽂化の背景が異なることを理解した上でも、先⾏する仕組みを取り⼊れることで、今後増

加する独居⾼齢者の課題を減少させることが可能なのではないだろうか。しかし、そのため

には、従来の慣習や固定観念にとらわれない発想も必要である。どのように考えればよいで

あろうか。 

 

１．アフォーダブルな⾼齢者⽤集合住宅の必要性 

 特に戦後以降の⽇本の住宅政策に起因した現代の住宅問題は決して⼩さくない。⼈が住

むために適した住宅に住めない⼈がいるにもかかわらず、空家率も増加している歪な社会

である。⾼齢者住宅に絞ってみると、そのほとんどが「介護施設」であり、⾃らの希望で住

み替えるというより、⼦世代の要望で「⼊れられる」のが多くの実態といえるだろう。⾃⽴

のうちに将来を⾒越して、安⼼・安全を感じられる住宅に住み替えたくても年⾦だけの収⼊

では困難である。さらに単⾝⾼齢者の場合の経済的厳しさは増す。 

 しかし、⾃助努⼒に任せていると⾃⾝で対処できない⼈が少なくなく、結果的に介護を含
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む⽣活上の⽀援は相対的に増えることも⼗分予測できる。事前にできる対策、すなわち⽣活

の基礎となる住環境を整備することによる予防効果は⼤きい。海外事例で記したように、

Co-housing の仕組みは、完全に独⽴した住⼾に暮らしながらも共有スペースを確保し、住

⺠の交流、さらに住宅全体のハード・ソフト両⾯でのメンテナンスを役割分担して担う。必

然的にコミュニケーションは促進され、従来なら外部に管理委託するコストや⼿間を削減

できる。たとえば、⽣活⽀援レベルの要⽀援 1 を⽉額限度額まで利⽤すると財源から約 4.5

万円、要⽀援 2 だと約 9.5 万円であるが、むしろ家賃補助を⾏うほうが、⽣活の質は上がる

のではないか。介護の重度化予防にもつながるだろう。 

とはいえ、⾼齢者ばかりになると、その役割が難しくなる場合もある。その際には、役割

を担うために公的な介護サービスを活⽤して代替することもできるだろう。寝たきりや終

末期などの状態では介護施設に移住することも必要となるが、相互⽀援で⽣活できる期間

を延伸することは充分可能である。半ば強制ともいえる相互⽀援は「誰かのためにする」こ

とで⽣活のハリにもつながる。⼀⽅でもうひとつの問題である「住居費」は、公的な住宅⼿

当制度が待たれる。建物に対する建築補助ではなく、⼊居者個⼈に対する⼈的補助をするこ

とが肝要である。 

 全国的に集合住宅の空き家が増えている中で、集合住宅をアフォーダブルな⾼齢者 Co-

housing に転換する際の補助、コーディネート、継続的な評価、家賃補助など C-housing を

公的に⽀える仕組みが期待される。 

 

２．⾼齢者⾃⾝の意識の変⾰ 

 これまで、おもに⾼齢者の居住環境について外部要因を考察してきたが、⾼齢者⾃⾝の意

識についても触れておきたい。第 3 章では、独居⾼齢者へのインタビューをまとめたが、全

体的に⽇本の⾼齢世代は積極的な住み替えというより、不安解消や⼦世代への負担軽減と

いった消極的要因が多い。これまでの歴史的、⽂化的な事情もあるので善悪の評価ではない

ものの、⽇本やアジア圏独特の意識構造があるのではないだろうか。 

 松岡は、デンマークと⽇本の⾼齢者住宅に暮らす⼈々へのインタビュー調査を通じて、そ

の傾向をまとめている。活動交流においては⽇本の⾼齢者（以下＝⽇⾼）は、気持ちは前向

きだが実際の活動は弱い傾向、デンマークの⾼齢者（以下＝デ⾼）は、活発な交流活動参加

が幸福感につながると感じている。⾼齢者住宅に暮らす安⼼感については、両者とも⾼い。

居住継続については、＜デ⾼＞が可能性を強く感じていることに⽐べ、＜⽇⾼＞では有料⽼
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⼈ホーム居住者は居住継続の可能性を感じているものの、シルバーハウジング（公的⾼齢者

住宅）居住者は不安の声が⼤きい。⾃⼰決定や家族関係においては、<デ⾼>は⾃⼰決定は

当然であり親⼦は経済的・精神的に⾃⽴した関係であると考えるものの、＜⽇⾼＞は⾃分で

決めるとしても⼦どもに迷惑をかけたくない、といった家族関係の微妙で複雑な思いの存

在を認めている(12)。 

 ⽇本の⾼齢者は、⾃⾝の意志で⾃⽴のうちに住み替えをしても「⾝内にも他者にも迷惑を

かけたくない」という思いが強い。デンマークなど特に欧州の⾼齢者は、同年代との積極的

な交流や、元気な間は⾃⽴して他⼈の役にも⽴ちたいという考えが⼤きい。デンマークの⾼

齢者にかつてインタビューした際にも「（公的な）サービスを受けるのは 85 歳を過ぎてか

ら」という話をよく聞かされた。⽇本なら要⽀援レベルと思われる、杖やシルバーカー、ケ

ータリングを利⽤しながらも⽣活⽀援を受けずに暮らす⾼齢者を多く⾒たものである（13）。 

 ⽇本においても外部要因として、⾼齢者が暮らしやすい住環境を整備することは当然と

して、⾼齢者本⼈がサービス依存や消極的な⽣活を求めるのではなく、現実的な⾃⽴・⾃律

意識を醸成し、相互⽀援や社会活動を積極的に進める意識変⾰が必要なのではないだろう

か。そのためにも、「わかりやすい」制度や仕組み、⾼齢者⾃⾝の⾼齢期⽣活設計リテラシ

ーの向上、⾏政のバックアップや社会の認知は不可⽋である。 

 

３．⾃⽴を⽀えるためには住宅政策が必要 

 これまで各テーマで⾼齢期、特に単⾝・独居⾼齢者の⽣活の課題を述べてきたが、繰り返

すように、⽣活の基礎となるべき「住まい」および「できなくなること」への⽀援の仕組み

が⾮常に重要であり、その部分を整備することで医療や介護の必要性を不要、もしくは先延

ばしすることは、ある程度は可能だと考えられる。その結果、居住環境が盤⽯となれば、社

会的コストも軽減できるはずである。 

 しかしながら、現制度は⽬標（⽬的）と⼿段（仕組み）に乖離があるといわざるをえない。

その原因のひとつには、いまだに壁が⾼い各省庁の縦割り⾏政であろう。⾼齢期の居住課題

には、おもに厚⽣労働省と国⼟交通省が携わることが多いが、前述のとおり「⾼齢者向け住

宅」のある意味「領域争い」的な施策も散⾒される。まずは複雑化したいまの⾼齢者向け住

宅をシンプルに組成しなおし、⾼齢者本⼈・家族など「当事者」が理解可能なものにするこ

とが肝要である。その上で、①アフォーダブル住宅の基準（適切な居住空間と設備を誰でも

住める価格帯）、②収⼊に応じた家賃補助、③居住者の⼼⾝状況に応じて必要な⽀援を提供
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できる仕組み（公的介護保険を根本的に再考することも必要）、④住み替えの際の保証や⾝

元引受、死後事務の公的な制度、⑤居住者同⼠が交流し⽀援しあえる仕組みのバックアップ

（Co-housing の取組み）などを「⾼齢者住宅政策」として検討する必要がある。⽣涯未婚

の単⾝⾼齢者の増加は当然ながら、⾼齢者夫婦もいずれ単⾝になるという事態は不可避で

ある。それを⾒越した居住福祉環境の整備は必須なのである。 

 これらは市場任せにするものではなく、公としての責任を基盤におく前提で、⺠間企業と

連携することが⼤切だろう。規制緩和をするのではなく規制強化で品質を維持せねばなら

ない。しかしながら、「住⽣活基本法」の「⽬的」には、「住⽣活の安定の確保及び向上の促

進」をあげながらも、国・地⽅公共団体と並列して「住宅関連事業者の責務」をあげ、さら

に「国⺠経済の健全な発展に寄与することを⽬的」としているのである。これでは利益相反

にもとれまいか。介護保険制度においても「公的」とされながら、「介護市場」として語ら

れる。住宅、および付随する介護もいま⼀度本来の⽬的と責任を明確にし、思い切った政策

に舵を切るときではないだろうか。 
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結論 
 各章において、⽇本や諸外国の住宅政策の変遷、⾼齢期の⽣活の課題、⾼齢者⾃⾝や⾼齢

者住宅事業者へのヒアリング調査の考察、諸外国の⾼齢者住宅制度・施策、住環境整備に必

要な仕組みや制度について論じてきた。歴史の中でも未知の「超⾼齢社会」という時代を迎

えつつあり、現時点では⼿探りの状態ともいえるだろう。しかし、政策は何のためにあるの

か、原点を顧みたい。すべての国⺠が安⼼して、安全に⽣活できることではないだろうか。 

昨今の世界的な経済優先の潮流に⼀⽅的に巻き込まれず、「⼈々のしあわせ」からぶれない

政策を望みたいところである。その中でも、⾼齢期の居住福祉的観点から５つに焦点を当て

てまとめたい。 

 第⼀に、単に⾼齢社会や⾼齢世帯増というひとくくりの問題ではなく、独居⾼齢者の増加

による社会的影響と対策を重点的に検討する必要がある。独居であることの⾮効率性・⾮経

済性をいかに克服するかという観点は、マクロ的に⾼齢社会を語るだけでは解決しえない

課題を明らかにするだろう。 

第⼆に、社会保障費削減が叫ばれる中であるが、投下すべき社会保障費（事前対策）と医

療・介護の費⽤（事後対策）のバランスを真摯に検討し、単にヘルスケア産業⽀援等の経済

対策ではなく、⾼齢期の QOL をふまえた制度・仕組みをつくりだすことである。かつてな

い超⾼齢者⼈⼝が増加していくという社会現象を迎えるにあたり、古い慣習や旧来の仕組

みから脱却せねば、到底⽴ち向かえるものではないであろう。 

第三に、その⾼齢期の QOL の基となる「居住福祉」の観点をそらさず、利便性・安全性・

居住性をふまえた上で、適切な（かつ過度にならない）⽀援と廉価な居住費の仕組み、すな

わちアフォーダビリティを確保する。居住費のもととなる家賃は、運営事業者ではなく、居

住者個⼈に補助されねばならない。 

第四に、超⾼齢化社会で⾼齢者を含む⼈々が「⽣きやすい」社会を築くには、制度や⽀援

を整備するだけでなく、ひとりひとりが⾃⾝の⽣き⽅を考え、「なんとかなるだろう」「⾏政

がしてくれるだろう」といった他⼒意識ではなく、真の意味での「⾃助」努⼒も必須である。

そして、そのためのリテラシーを⾝につけるべく、学習機会を増やすことが重要である。 

最後に、⾼齢期の住まい⽅のひとつとして、収⼊に応じた住宅⼿当制度を限定されないエ

ンタイトルメントとして整え、⾼齢期の住まい⽅の選択肢のひとつとして、⾼齢者協同住宅

（Co-housing）を公的にバックアップすることを提⾔したい。単にハコの供給でなく、住⺠

が⽀え合える空間や環境づくり、問題解決の後⽅⽀援などソフト⾯を含んだ仕組みである。
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先⾏する欧州の事例をそのまま⽇本に当てはめるには、⽂化や価値観の違いがあり、簡単で

はないが、⾼齢社会の「危機」において、⾼齢者、プレ⾼齢者、その家族も「⾃分ごと」と

して意識をもち⾏動することが肝要である。 

早急に成功例や解決法が出せる問題ではないし、パターン化できるものでもない。しかし、

独居⾼齢者の増加、しかも急増が明らかになっているいま、着⼿できる⼿⽴てはまずトライ

してみることが重要であろう。地域での包括的なケアを推進する⽅向の中で、その地域にお

ける「居住」の調査、そこから⾒える課題と将来予測を検討し、打てる対策を実施していく

ことである。たとえ独居であっても⾼齢期に安⼼できる⽣活環境は、結果的に全世代の安⼼

につながるのである。 
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注記 
 
＜序論＞ 
１） 戦後の住宅政策として、景気対策及び持家取得のための「住宅⾦融公庫法」（昭和25 年）、おもに低所得者向けの賃貸住宅として「公

営住宅法」（昭和26 年）、⼤都市圏の中堅勤労者向け賃貸・分譲住宅として「⽇本住宅公団法」（昭和30 年）が制定される。 
２） 早川和男編著（1991）『住宅⼈権の思想』学陽書房、338 ⾴ 
３） 早川和男（1990）『欧⽶住宅物語−⼈は住むためにいかに闘っているか』新潮社、(1991)『住宅⼈権の思想』学陽書房、（1993）『⽼い

の住まい学』岩波新書、（1997）『居住福祉』岩波新書、（2014）『居住福祉社会へ「⽼い」から住まいを考える』岩波新書、等 
４） 河合克義(2009)『⼤都市のひとり暮らし⾼齢者と社会的孤独』法律⽂化社、(2013)『社会的孤⽴問題への挑戦』法律⽂化社、等 
５） 本間義⼈（2008）『国際⽐較・住宅基本法』信⼭社、（2009）『居住の貧困』岩波新書、等 
６） ⼩⽟徹（2016）『住宅⼿当はなぜ必要か』⾼齢者住宅財団、財団ニュースVol.131、（2017）『居住の貧困と「賃貸世代」国際⽐較でみ

る住宅政策』明⽯書店、等 
７） 園⽥眞理⼦（2009）『⾼齢者の住まいの現状とこれからの居住福祉の課題』⽉刊福祉第92 巻第3 号、（2014）『地域善隣事業：⽇本版

CDC』⾼齢者住宅財団、⾼齢者住宅担当者研修会資料、等 
８） コ・ハウジングは、北欧やオランダなどで⾒られる集合住宅で、⽔回りなど独⽴した 1 ⼾に各世帯が暮らしながら、居住者共有のリ

ビング、キッチン、ダイニング、⼯芸室などがあり、住宅の管理、⾷事づくり（コモン・ミール）など居住者が担当制で担う。 
９） ⼩⾕部育⼦（1997）『コレクティブハウジングの勧め』丸善、（2004）『コレクティブハウジングで暮らそう』丸善、（2012）『第 3 の

住まい-コレクティブハウジングのすべて』エクスナレッジ、等 
10）上野勝代（2011）「シニアによる協同住宅とコミュニティづくり」ミネルヴァ書房、等 
11）松岡洋⼦（2005）『デンマークの⾼齢者福祉と地域居住』新評論、（2011）『エイジング・イン・プレイスと⾼齢者住宅』新評論、等 
12）ジム・ケメニー（2014）『ハウジングと福祉国家 居住空間の社会的構築』新曜社 
13）戦後の「公営住宅法」では,独居者に⼊居資格がなかったが、独居⾼齢者等の増加にともない「住宅法」改正を求め1975 年に訴訟（福 

岡市）、裁判中に住宅法が改正され単⾝者の⼊居も可能となる。「ひとり暮らし裁判」と呼ばれている。 
 
＜第1 章＞ 
１） 厚⽣労働省『平成30 年版⾼齢社会⽩書』第1 章、第1 節「⾼齢化の状況」 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/gaiyou/index.html(2019.４.28) 
２） 同上 
３） 厚⽣労働省『平成30 年国⺠⽣活基礎調査の概況』https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa18/dl/02.pdf (2019.9.11) 
４） 中村⼆朗・菅原慎⽮（2017）『⽇本の介護 経済分析に基づく実態把握と政策評価』有斐閣、57 ⾴ 
５） 同上、63-65 ⾴ 
６） 同上、58 ⾴ 
７） 厚⽣労働省『平成30 年版⾼齢社会⽩書』第1 章、第1 節「⾼齢化の状況」   

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/gaiyou/index.html(2019.4.28) 
８） 厚⽣労働省『平成30 年簡易⽣命表の概況』参考資料2 より抜粋 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life18/dl/life18-09.pdf(2019.9.11) 
９） 厚⽣労働省『平成30 年国⺠⽣活基礎調査の概況』https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa18/dl/03.pdf（2019.9.11） 
10) 総務省『家計調査報告（家計収⽀編）平成30 年平均速報結果の概要』 

http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2018.pdf(2019.9.11) 
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11) 総務省「家計調査年報（貯蓄・負債編）2018 年」 https://www.stat.go.jp/data/sav/2018np/pdf/gy03.pdf(2019.9.11) 
12)  厚⽣労働省『社会保障審議会⽣活困窮者⾃⽴⽀援 及び⽣活保護部会（第１回）』資料4  https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-      

12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000164401.pdf(2019.1.8)、『⽣活保護の被保護者調査（令和元年   
6 ⽉分概数）の結果』https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2019/dl/06-01.pdf(2019.9.11) 

13)  総務省『統計でみるあの時といま』第1 回国勢調査時（⼤正9 年）  http://www.stat.go.jp/info/anotoki/pdf/census.pdf(2019.4.28) 
14)  住⽥昌⼆（2015）『現代⽇本ハウジング史1914〜2006』ミネルヴァ書房、20-28 ⾴ ※借家市場が正常に回転するには空家率3％が  

妥当といわれる 
15） [公益住宅]…1919 年内務省が地⽅公共団体宛通牒により公益住宅の建設を勧奨、“公営・公的”ではなく公益と称された 
16) [同潤会アパート]…⼤震災の義援⾦をもとに発⾜した財団法⼈で⽇本初の公的で組織的な住宅供給事業といわれる 
17) 住⽥昌⼆（2015）『現代⽇本ハウジング史1914〜2006』ミネルヴァ書房、36-38 ⾴、51-68 ⾴ 
18) 同上、171 ⾴、180-186、222-228 ⾴ 
19) 総務省『平成30 年住宅・⼟地統計調査』 https://www.stat.go.jp/ /data/jyutaku/2018/pdf/g_youyaku.pdf (2019.4.28) 
20) 住⽥昌⼆（2015）『現代⽇本ハウジング史1914〜2006』ミネルヴァ書房、112-117 ⾴ 全国24 都市の⼤都市住宅調査と典型14 都市 

の⼯業都市住宅調査 
21) 同上、128-139 ⾴、171-172 ⾴ 
22) 同上、233-235 ⾴ 
23) 総務庁統計局『平成25 年住宅・⼟地統計調査』20-21 ⾴ 
24) 同上、9 ⾴ 昭和25 年以前に建築された住宅は164 万⼾、26〜35 年が93 万⼾で、昭和35 年以前の住宅は257 万⼾で5％強である。 

⼀⽅で、⼀⼈当たり居住室畳数は、昭和58 年の8.55 畳から平成25 年には13.54 畳と約1.6 倍に増加。ただし、所有別では持ち家が 
14.97 畳、借家が9.77 畳とその差は⼤きい。 

25) 国交省『平成 29 年度住宅経済関連データ』-所有関係別住宅ストック数の国際⽐較 http://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku- 
2_tk_000002.html(2019.4.28) 

26) 本間義⼈(2009)『居住の貧困』岩波新書、190-191 ⾴ 
27) 同上、192-193 ⾴ 
 
 
 
＜第2 章＞ 
１） 内閣府『平成26 年度⼀⼈暮らし⾼齢者に関する意識調査結果』https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h26/kenkyu/zentai/ 

index.html(2019.4.28) 
２） 厚⽣労働省『平成29 年⼈⼝動態統計の概況』上巻 死亡第5・31 表より65 歳以上のデータを抜粋し作成 
３） たとえば京都市の場合、要介護認定⾮該当者への保険外在宅サービスとしては、緊急通報システム、在宅⽣活⽀援ホームヘルプサー

ビスがあるのみで利⽤条件がある。配⾷やごみ収集福祉サービス、⽇常⽣活⽤具などは介護認定者への保険外サービスとなっている。
京都市「すこやか進⾏中」平成30 年度版より 

４） 厚⽣労働省『平成26 年版⾼齢社会⽩書』30-31 ⾴ 
５） 東京監察医務院『年齢階級・性・世帯分類別異状死数（平成30 年）』 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/kodokushitoukei/kodokushitoukei30.html(2019.9.11) 
６) ⼤⽉敏雄（2017）『町を住みこなすー超⾼齢社会の居場所づくり』岩波新書、25-26 ⾴「住宅双六（1973）」「新・住宅双六（2007）」 

ともに建築学者である上⽥篤の考案 
７) 総務省統計局『平成30 年住宅・⼟地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計結果の概要』表7 
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https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/kihon_gaiyou.pdf (2019.12.15) 
８）総務省統計局『平成25 年住宅・⼟地統計調査』第5 章 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/pdf/kgiy00.pdf(2019.9.3) 
  本稿執筆時には平成30 年住宅・⼟地統計調査が公表されているものの該当項⽬は未公表である 
９）国⼟交通省(2016)『社会資本整備審議会住宅宅地分科会新たな住宅セーフティネット検討⼩委員会参考資料』６-９⾴ 

http://www.mlit.go.jp/common/001139782.pdf(2019.4.28) 
10）総務省統計局『平成30 年住宅・⼟地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計結果の概要』表7 

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/kihon_gaiyou.pdf (2019.12.15) 
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ものの従前より弱くなっている」44％、「従前と変わらず拒否感が強い」11％、「従前より拒否感が強くなっている」5％、拒否する理 
由には「居室内での死亡事故等に対する不安」が18.8％ある http://www.mlit.go.jp/common/001139782.pdf(2019.4.28) 

12）平成27 国勢調査（総務省統計局）都道府県・市区町村別主要統計表より 1964 市町村のうち福島県の4 町を除く1960 市町村に対す 
る⾼齢化率40％超は221 市町村となる 

13）厚⽣労働省「介護サービスの情報公表システム」http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp(2019.2.5)、および各⾃治体役所の⼈⼝動態公表 
から算出 
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https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h30/gaiyo/index.html (2019.9.11) 
２）松岡洋⼦（2011）『エイジング・イン・プレイス（地域居住）と⾼齢者住宅』新評論、63-67 ⾴、Lawton,M.P,M.,Liebowitsm B.(1980). 
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不動産企業は⾸都圏の電鉄系不動産⼤⼿である。 
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９） アンドレオウヴェハンド・ヘルスケファンダーレン、⾓橋徹也(訳)2009 年『オランダの社会住宅』 ドメス出版 11-12 ⾴ 
10）⾓橋徹也・塩崎賢明（2002）『オランダ住宅政策の構造的改⾰に関する研究』⽇本建築学会計画系論⽂集第559 号 196 ⾴ 
11) Aalborg University Copenhagen, Danish Building Research Institute, Professor Georg Gottschalk の講義内容より（2010 年デンマーク 

SBi 教室にて） 
12）現地視察（2010 年、2013 年）時の講義・調査より 
13）現地視察（2004 年、2016 年）時の調査・ヒアリングより 
14）東京都住宅供給公社がサービス付き⾼齢者向け住宅の建設を⾏い、公募により選定した事業者に⼀括賃貸し事業者が⼊居者募集・管理  

運営業務を⾏っている http://www.tt-sls.co.jp/kousya_hirao/plan/index.html (2019.3.2) 
15）2018 年10 ⽉12 ⽇、福岡市の「⼀般社団法⼈ゆずりは」においてインタビュー。K さん（⼥性）はインタビュー当時80 歳、約3 年前  

に帰国。アメリカ・スペインで20 年、ノルウェー⼈と結婚し30 年をノルウェーで暮らすが、夫急死の後、ノルウェーの⽼⼈ホームと⽇  
本の⽼⼈ホームを視察し、⽇本帰国を英断。現地の社会福祉制度の⽅が優れていることは認めつつ、異国⼈が最期を外国で過ごすことの   
厳しい現実も⾒た上での判断。 

16）総務省統計局「平成25 年住宅・⼟地統計調査」18、21 ⾴ 
17）松岡洋⼦（2008）「デンマークの⾼齢者住宅とケア政策」国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所、海外社会保障研究Autumn,No.164,56-57 ⾴ 
18）国⼟交通省「平成29 年度住宅経済関連データ」＜9＞居住⽔準等の国際⽐較（2）より 
19）齋藤純⼦『公的家賃補助としての住宅⼿当と住宅扶助』国⽴国会図書館「レファレンス」平成25 年12 ⽉号、5-8 ⾴ 
20）同上、9 ⾴ 
21）同上、12 ⾴ 
22）⼭中由美（2018）『シニア世代の視点で⾒る「⾼齢者の住まい」の課題』⾼齢者住宅財団、財団ニュースVol.142、9 ⾴ 
23）国⼟交通省（2018）『サービス付き⾼齢者向け住宅の現状と課題』4 ⾴：13〜18 ㎡0.1％、18〜20 ㎡62.7％、20〜25 ㎡14.8％、 

⼊居者の⾃⽴者は8.3％、要介護3 以上は30.9％である 
24）松岡洋⼦（2011）『エイジング・イン・プレイス（地域居住）と⾼齢者住宅』新評論、53-54 ⾴ 
25）同上、55 ⾴、57 ⾴ 
26）同上、56 ⾴ 
27）同上、42-48 ⾴ 
 
＜第5 章＞ 
１） 総務省『家計調査報告（家計収⽀編）2018』https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2018.pdf(2019.9.11) 
２） 1995〜2003 年のデータは厚⽣省（厚⽣労働省）「年⾦財政ホームページ」、2013 年以降は厚⽣労働省「厚⽣年⾦保険・国⺠年⾦事業

の概況」より 
３） 厚⽣労働省『平成29 年度厚⽣年⾦保険・国⺠年⾦事業の概況』12-13 ⾴ 
４） サービス付き⾼齢者向け住宅情報提供システム（www.satsuki-jutaku.jp 2019.3.9）より検索：（A）グローリー御所南（京都市中京区）

（B）グランマーレせいほう（舞鶴市字引⼟） （C）べるびゅー⼤栄（⿃取県東伯郡北栄町） 
５） NPO コレクティブハウジング社：個⼈や個々の家族が孤⽴し、相互扶助機能が低下した⽣活環境をあらため、「共に住む、共に⽣き

る、共に創る」をテーマに集住の機能をもつ住宅を展開。⾸都圏に８住宅（2019 年3 ⽉時点）をコーディネートしている。コレクテ
ィブハウジング研究者の故⼩⾕部育⼦⽒も創設期に参画している 

６） ⼩⽟徹（2018）『デュアリスト・モデルの再編』都市問題、2018.4 ⽉号、81 ⾴ 
７） 松岡洋⼦（2016）『オランダの「社会住宅」「住宅協会」と地域づくり』⾼齢者住宅財団、財団ニュースVol.132、21 ⾴ 
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８） ⼩⽟徹（2016）『住宅⼿当はなぜ必要か』⾼齢者住宅財団、財団ニュースVol.131、27 ⾴ 
９） 国⼟交通省(2016)『家賃債務保証の情報提供に関する⽅向性』によると、補償範囲は、滞納家賃、滞納に起因し発⽣する費⽤(原状回

復費⽤、残置物撤去費⽤、訴訟費⽤であり、保障料は初回に⽉額賃料の50％、以降1 年毎に1 万円となっている。消費⽣活センター
等への苦情・相談件数は⾼⽌まりの状況が報告されており、家賃債務保証業の適正化に取り組む⽅針が出されている。 

10）⾼齢者を対象とした住宅の⼊居⼿続および⽣活などの各種福祉や⾝元保証、葬祭⽀援などを⾏う「公益社団法⼈⽇本ライフ協会」が
2016 年4 ⽉、⼤阪地裁より破産開始決定を受ける。集めた預託⾦の約2 億7 千万円を本業に関係ないところで流⽤。負債総額は約12
億円 

11）横須賀市の事例「わたしの終活登録」では、緊急連絡先、地域コミュニティ、かかりつけ医、リビングウィルやエンディングノートの  
保管場所、臓器提供意思、葬儀や遺品整理の⽣前契約先、遺⾔書の保管場所、お墓の所在地、他にも本⼈の⾃由登録事項など多岐にわ   
たって⾏政で登録する仕組み https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3040/syuukatusien/syuukatutouroku.html(2019.3.12) 

12）松岡洋⼦（2011）『エイジング・イン・プレイス（地域居住）と⾼齢者住宅』新評論、238-245 ⾴ 
13）2004、2016 年にオランダ、2010、2013 年にデンマークに⾼齢者政策や⾼齢者住宅の研究で訪問時、視察やインタビューで⾒聞 
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